
八
条
院
関
係
紙
背
文
書
群

五
　
味
　
文
　
彦

　
は

じ
め
に

一　
正
　
　
月

一
一

実
　
　
清

三
　
元
暦
二
年

四
　
紙
背
の
裏

お
わ
り
に

八条院関係紙背文書群

論
文
要
旨

　
現
在
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
六
曲
屏
風
」
貼
付
け
高
山
寺
文
書

は
鈴
木
茂
男
・
山
本
信
吉
両
氏
に
ょ
り
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
広
く
注
目
を
集
め
て
き
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
後
、
石
井
進
氏
は
関
係
文
書
（
八
条
院
関
係
文
書
群
）
を
収
集
し
て
、
ほ
ぼ

全
貌
を

明
ら
か
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
は
未
だ
不
明
な
部
分
も
多
く
、

ま
た
未
紹
介
の
文
書
も
幾
つ
か
存
在
す
る
。

　
そ

こ
で
本
稿
で
は
本
文
書
群
の
全
体
的
な
性
格
を
と
ら
え
る
べ
く
、
そ
の
年
代
比
定
を
出

来
う
る
限
り
行
っ
て
み
た
。

　
第
一
章
で
は
、
正
月
付
の
文
書
が
多
く
存
在
す
る
点
に
着
目
し
て
、
そ
れ
ら
が
文
治
四
年

正
月
の
文
書
で
あ
る
こ
と
、
摂
関
時
代
の
僧
安
然
が
唐
に
渡
っ
た
最
澄
・
空
海
ら
の
請
来
し

た
典
籍
を

分
類
整
理
し
た
『
諸
阿
闇
梨
真
言
密
教
部
類
総
録
』
の
書
写
に
料
紙
と
し
て
利
用

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
第
二
章
で
は
、
藤
原
実
清
充
て
の
文
書
が
多
い
点
に
着
目
し
て
、
そ
れ
ら
が
養
和
元
年
・

二
年
の
文
書
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
た
。

　
第
三
章
で
は
、
元
暦
元
年
の
年
号
の
あ
る
文
書
が
多
い
点
か
ら
、
元
暦
元
年
の
文
書
を
拾

い
集
め
て

そ

の

性
格
を

考
え
、
そ
れ
ら
が
実
清
の
子
長
経
の
保
管
に
関
わ
る
文
書
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。

　
第
四
章
で
は
、
以
上
に
は
即
断
で
き
な
い
文
書
を
ま
と
め
て
考
え
、
そ
れ
ら
が
養
和
元

年
・
二
年
か
、
元
暦
元
年
の
も
の
か
に
分
類
で
き
る
こ
と
を
見
た
。

　
全
体
と
し
て
、
藤
原
長
経
が
八
条
院
の
別
当
と
し
て
関
与
し
た
こ
と
に
ょ
る
文
書
が
、
こ

の

八
条
院
文
書
群
の
基
本
的
な
性
格
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
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は

じ
め
に

　
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
の
時
期
は
、
戦
乱
と
飢
謹
に
彩
ら

れ
て

い

る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
た
く
さ
ん
の
荘
園
を
抱
え
、
超
然
た
る
権
威
を
示

し
て
い
た
の
が
八
条
院
で
あ
る
。
鳥
羽
院
と
美
福
門
院
と
の
間
に
生
ま
れ
た
こ
の
皇

女
は
両
親
か
ら
の
愛
を
多
大
の
荘
園
の
形
で
受
け
取
っ
た
が
、
こ
れ
が
後
に
膨
大
に

増
加

し
て
ゆ
く
八
条
院
領
の
出
発
で
あ
り
、
保
元
・
平
治
と
治
承
・
寿
永
の
二
度
に

わ
た

る
内
乱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
所
領
は
増
え
続
け
、
最
終
的
に
は
二
百
余
り

に
達
し
た
。

　
そ
う
し
た
八
条
院
と
そ
の
所
領
の
性
格
を
考
え
る
の
に
ま
た
と
な
い
史
料
が
こ
こ

で
紹
介
す
る
紙
背
文
書
群
で
あ
る
。
現
在
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て

い

る
「
六
曲
屏
風
」
貼
付
け
高
山
寺
文
書
が
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
広
く
注
目
を
集
め

て

き
た
も
の
で
、
と
り
わ
け
石
井
進
氏
の
論
文
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
全
貌
が
明
ら
か
に
な

っ

た

が
、
さ
ら
に
氏
の
研
究
に
触
発
さ
れ
、
私
も
こ
の
文
書
群
の
性
格
の
究
明
を
試

み
て

き
た
。
こ
う
し
た
紹
介
や
論
文
を
列
挙
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
鈴
木
茂
男
「
鈴
木
要
三
氏
旧
蔵
高
山
寺
文
書
に
つ
い
て
」
（
『
栃
木
県
史
研
究
』

　
　
　
十
号
）

　
　
山
本
信
吉
「
文
化
庁
保
管
高
山
寺
文
書
」
（
『
古
文
書
研
究
』
十
号
）

　
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
中
世
の
武
家
文
書
』
（
一
九
八
九
年
）

　
　
石
井
進

「
源
平
争
乱
期
の
八
条
院
領
」
（
『
日
本
中
世
史
研
究
の
軌
跡
』
東
京
大

　
　
　
学

出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
以
下
石
井
A
論
文
と
称
す
）

　
　
同
「
源
平
争
乱
期
の
八
条
院
周
辺
」
（
『
中
世
の
人
と
政
治
』
吉
川
弘
文
館
、
一

　
　
　
九
八
八
年
、
以
下
石
井
B
論
文
と
称
す
）

　
　
同
「
課
外
演
習
　
源
義
経
書
状
」
（
『
中
世
を
読
み
解
く
』
東
京
大
学
出
版
会
、

　
　
　
一
九
九
〇
年
）

　
　
小
川
信
「
武
田
祐
吉
博
士
旧
蔵
高
山
寺
文
書
」
（
『
古
文
書
研
究
』
二
十
三
号
）

　
　
五
味
文
彦
「
八
条
院
を
め
ぐ
る
諸
権
門
」
（
『
日
本
中
世
政
治
社
会
の
研
究
』
続

　
　
　
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
一
年
、
以
下
拙
稿
と
称
す
）

　
　
同
『
藤
原
定
家
の
時
代
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
九
一
年
、
以
下
拙
著
と
称
す
）

　
本
稿
は
、
も
う
一
度
、
総
体
と
し
て
の
八
条
院
紙
背
文
書
群
の
性
格
を
考
え
て
み

る
も
の
で
あ
る
。
思
い
出
し
て
み
る
と
、
故
田
中
稔
氏
の
説
明
で
本
館
所
蔵
の
「
六

曲
屏
風
」
貼
付
け
の
文
書
を
見
た
の
は
、
五
、
六
年
前
の
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
の

時
か
ら
、
こ
の
文
書
群
は
私
の
宿
題
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
答
え
に
な

る
か
ど
う
か
は
、
い
さ
さ
か
怪
し
い
も
の
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
の
私
の
貧
し
い
答
え
を

こ
こ
に
提
出
し
て
み
た
い
。

　
さ
て
文
書
群
の
多
く
は
、
他
の
紙
背
文
書
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
書
状
や
請
文
が

圧
倒
的
に

多
く
、
ま
た
年
付
を
欠
く
も
の
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
し

て
、
先
ず
は
年
代
比
定
の
作
業
を
行
い
つ
つ
、
文
書
群
の
性
格
を
掴
む
こ
と
が
求
め

ら
れ
よ
う
。

　
文
書
群
は
こ
れ
ま
で
に
石
井
氏
に
よ
り
全
部
で
六
十
五
点
（
六
十
三
通
）
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
が
、
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
古
文
書
』
と
『
高
山

寺
所
蔵
経
蔵
典
籍
目
録
第
四
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
に
よ
る
と
、
他
に
も
二
点
の

紙
背
文
書
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
三
点
の
新
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出
文
書
が
存
在
す
る
。
し
か
し
子
細
に
検
討
し
て
ゆ
く
と
、
こ
れ
ま
で
に
紹
介
さ
れ

て

い

る
な
か
に
は
八
条
院
関
係
の
文
書
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
が
数
点
あ
る
。

　
一
点
は
、
国
会
図
書
館
所
蔵
の
高
山
寺
文
書
に
見
え
る
、
三
月
八
日
付
け
の
高
経

書
状
（
石
井
B
論
文
所
載
の
「
八
条
院
庁
文
書
一
覧
表
」
の
4
1
）
で
あ
る
。
裏
が
鎌

倉
中
後
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
書
状
の
差
出
人
の
高
経
も
八
条
院
と
は
関
係
な
い

他
の
高
山
寺
文
書
に
頻
出
し
て
い
る
の
で
、
八
条
院
関
係
紙
背
文
書
群
か
ら
は
除
か

れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
点
は
山
科
家
古
文
書
に
見
え
る
九
月
二
十
二
日
付
け

の

景
清
書
状

（
同
5
8
）
で
、
こ
れ
も
裏
が
や
は
り
鎌
倉
後
期
の
も
の
で
あ
り
、
内
容

も
八
条
院
と
は
関
係
が
な
い
の
で
除
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
全
部
で
七

十
点
ほ

ど
が
今
の
と
こ
ろ
知
り
得
る
八
条
院
関
係
の
紙
背
文
書
群
と
言
え
そ
う
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
分
類
・
整
理
し
て
ゆ
こ
う
。

一　
正

月

　
紙
背
文
書
を

分
類

し
て
ゆ
く
際
に
、
何
に
も
ま
し
て
注
目
す
べ
き
は
充
所
で
あ
る
。

そ

の

文
書
が
誰
に
保
管
さ
れ
、
廃
棄
さ
れ
た
の
か
を
知
る
た
め
に
は
、
こ
れ
の
分
析

な
く
し
て
は
か
な
わ
な
い
。
だ
が
既
に
文
書
群
の
充
所
に
つ
い
て
は
、
八
条
院
の
近

臣
八
条
実
清
・
長
経
父
子
充
て
の
も
の
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
拙
稿
で
も
多

少
と
も
分
析
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
違
っ
た
面
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
そ
れ
は

月
付
で
あ
る
。
文
書
が
反
古
と
さ
れ
る
事
情
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
内

容
に

よ
る
こ
と
が
多
い
の
は
当
然
だ
が
、
あ
る
時
期
の
も
の
が
一
括
し
て
廃
棄
さ
れ

た
場
合
も
多
い
。
そ
こ
で
月
付
か
ら
整
理
し
て
み
る
に
、
年
号
を
有
す
る
も
の
や
日

付
の
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
除
く
と
、
全
体
の
五
分
の
一
の
十
三
通
が
正
月
付
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
何
ら
か
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
文
書
群
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
先
ず

は
そ

の

一
通
か
ら
見
よ
う
。

1
　
加
級
事
、
朝
恩
之
至
、
不
能
申
左
右
、
令
触
賀
仰
、
尤
本
意
候
、
事
々
期
見
参
、

　
　

謹
言
、

　
　
　
　
　
正

月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
少
将
光
盛

　
東
京
古
書
会
編
『
古
典
籍
下
見
展
観
大
入
札
目
録
　
平
成
元
年
十
一
月
』
に
二
三

四
号
文
書

と
し
て
見
え
る
新
出
文
書
で
あ
っ
て
、
裏
に
は
「
文
殊
讃
十
一
」
な
ど
の

語
が

あ
り
、
全
体
は
下
部
が
少
々
切
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
拙
著

で
紹
介

し
て
お
り
、
平
頼
盛
の
子
光
盛
が
位
一
級
を
加
え
ら
れ
た
時
の
賀
の
仰
に
接

し
、
喜
び
を
述
べ
た
書
状
で
あ
る
。
『
公
卿
補
任
』
平
光
盛
条
に
「
安
元
二
年
正
升

叙
爵
（
八
条
院
）
文
治
元
年
正
六
従
四
下
、
同
四
正
廿
四
従
四
上
（
八
条
院
御
給
）
」

と
あ
っ
て
、
文
治
四
年
正
月
二
十
四
日
に
八
条
院
御
給
で
従
四
位
上
に
叙
さ
れ
た
と

き
の
も
の
と
推
定
で
き
る
。

　
さ
ら
に
次
の
「
六
曲
屏
風
」
貼
付
け
の
文
書
も
先
の
拙
著
で
内
容
を
見
て
い
る
が
、

行
論
の

都
合
上
、
も
う
一
度
触
れ
て
お
こ
う
。

2
　
春
日
詣
陪
従
料
、
柳
色
下
重
十
四
具
（
加
半
腎
）
、
明
日
（
二
十
五
日
）
可
令

　
　
下
行
、
件
日
可
分
給
装
束
之
故
也
、
伍
以
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　
正

月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
蔵
卿
上

　
　
　
謹
上
　
　
丹
後
守
殿

　

こ
れ
は
文
治
四
年
正
月
に
九
条
兼
実
が
摂
関
と
な
っ
て
初
度
の
春
日
詣
を
行
っ
た

際
の
も
の
で
、
『
玉
葉
』
文
治
四
年
正
月
二
十
七
日
条
に
「
余
氏
長
者
之
後
、
始
参
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詣
春

日
御
社
、
去
年
十
二
月
廿
四
日
、
勘
日
時
定
雑
事
（
宗
頼
朝
臣
執
筆
）
去
廿
五

日
始
家
装
束
、
昨
日
覧
神
宝
、
賜
舞
人
陪
従
装
束
L
と
あ
る
記
事
と
合
致
し
て
お
り
、

行
事
を
奉
行
し
た
大
蔵
卿
藤
原
宗
頼
が
春
日
詣
の
舞
人
の
陪
従
に
装
束
を
与
え
る
べ

く
下
行
を
命
じ
て
い
る
。
充
所
の
丹
後
守
は
八
条
院
の
近
臣
の
藤
原
長
経
で
あ
る
。

3
　
御
春
日
詣
社
頭
役
事
、
昨
日
催
令
申
所
労
之
由
候
了
、
凡
無
術
候
、
不
及
参
勤

　
　
候
也
、
事
も
宜
候
は
ん
に
は
、
此
蒙
催
争
不
参
勤
候
哉
、
且
御
遼
遠
に
て
候
也
、

　
　
可
然
之
様
、
可
有
御
披
露
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
正
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
散
位
宗
亮

4
　
謹
請

　
　
　
御
春
日
詣
社
頭
役
可
参
事
、

　
　
右
、
近
日
所
労
無
術
候
、
難
参
勤
候
也
、
可
然
之
様
、
可
令
披
露
給
候
、
恐
々
謹

　
　
言
、

　
　
　
　
　
正
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
散
位
三
善
盛
季
請
文

　
こ
の
二
通
に
は
正
月
の
「
御
春
日
詣
社
頭
役
」
と
あ
る
故
、
先
の
兼
実
の
春
日
詣

に
関
連
す
る
文
書
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
社
頭
役
を
辞
退
す
る
内
容
の

請
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
辞
退
の
請
文
が
見
え
て
い
る
の
は
、
『
玉
葉
』
の
正
月

二
十
八

日
条
に
「
社
頭
事
、
遅
々
之
間
、
今
日
事
定
及
解
怠
歎
」
と
あ
る
記
事
に
合

致
し
て
お
り
、
辞
退
が
続
出
し
た
ら
し
い
。
な
お
こ
う
し
た
九
条
家
関
係
の
請
文
が

文
書
群
に
見
え
る
の
は
、
八
条
院
が
兼
実
を
後
援
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
兼
実

は
八
条
院
の

寵
臣
三
位
局
と
の
間
に
良
輔
を
儲
け
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
良
輔
の
乳

父
母
が

兼
実
の
近
臣
・
藤
原
宗
頼
夫
妻
で
あ
っ
た
。
請
文
の
差
出
人
の
散
位
宗
亮
と

散
位
三
善
盛
季
は

と
も
に
八
条
院
に
仕
え
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

5
　
明
後
日
（
廿
七
日
）
出
車
事
、
謹
承
候
了
、
但
件
日
指
合
事
候
、
可
然
之
様
、

　
　
可
令
致
沙
汰
給
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
正
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
少
将
光
盛

6
　
出
車
事
、
謹
以
承
候
了
、
但
近
日
産
稜
事
候
、
伍
不
能
領
状
候
也
、
可
然
之
様
、

　
　
可
令
披
露
給
候
歎
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
正
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
侍
従
兼
保
請
文

　
二
つ
は
と
も
に
春
日
詣
に
お
い
て
出
車
を
命
じ
ら
れ
て
都
合
が
悪
い
こ
と
を
伝
え

た
請
文
で
あ
る
。
何
の
た
め
の
出
車
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
正
月
二
十
七
日
の

行
事

と
い
え
ぽ
、
摂
関
家
の
春
日
詣
が
該
当
し
、
そ
の
時
の
も
の
と
い
え
そ
う
だ
。

6
の
文
書
が
辞
退
の
理
由
を
「
近
日
産
稜
事
」
に
求
め
て
い
る
の
も
春
日
詣
と
い
う

神
事
に
関
係
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
差

出
人
の
左
少
将
光
盛
は
既
に
見
た
平
光
盛
で
あ
り
、
侍
従
兼
保
は
源
兼
保
の
こ

と
で
、
八
条
院
に
仕
え
て
養
和
元
年
に
侍
従
と
な
り
、
兼
実
が
摂
政
と
な
っ
た
文
治

二
年
三
月
十
六
日
に
は
そ
の
行
列
に
雇
従
し
て
い
る
（
『
玉
葉
』
）
。

7
　
明
日
前
駆
事
、
畏
承
候
了
、
但
依
所
労
不
能
参
勤
候
、
今
度
趣
可
然
様
御
沙
汰

　
　
可
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
　
　
　
　
正

月
廿
口
日
酉
刻
　
　
　
　
　
　
　
　
左
馬
允
信
実
請
文

　

こ
の
文
書
の
日
付
は
こ
れ
ま
で
残
画
か
ら
正
月
廿
八
日
と
読
ま
れ
て
い
た
が
、
正

月
廿
六
日
と
判
読
で
き
、
そ
う
で
あ
れ
ば
正
月
二
十
七
日
の
春
日
詣
の
前
駆
に
関
す

る
前
日
の
請
文
と
考
え
ら
れ
る
。
差
出
人
は
こ
れ
ま
で
信
定
と
読
ま
れ
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
信
実
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
さ
す
れ
ば
八
条
院
に
仕
え
た
似
絵
の
名
手

藤
原
隆
信
の
子
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
明
証
は
な
い
。
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以

上
、
兼
実
の
春
日
詣
の
関
連
文
書
が
続
い
た
が
、
外
に
も
次
の
よ
う
な
文
書
が

見
え
る
。

8
　
来
月
三
日
可
有
尊
勝
陀
羅
尼
供
養
、
為
雑
役
八
条
院
方
免
輩
可
令
催
進
之
由
、

　
　
謹
承
候
了
、
早
以
此
旨
不
日
可
申
沙
汰
之
状
、
所
請
如
件
、

　
　
　
　
　
正

月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
後
守
長
経
上

　
二
月
三
日
に
あ
る
尊
勝
陀
羅
尼
供
養
の
雑
役
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
免
除
さ
れ
て

い
た

八
条
院
方
の

人
々

に

も
催
促
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
承
知
し
た
旨
の
請
文
で
あ

る
。
当
初
は
八
条
院
方
に
つ
い
て
免
除
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
八
条
院

が

主
催
す

る
仏
事
で
は
な
く
、
恐
ら
く
後
白
河
院
主
催
の
仏
事
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ

で
長
経
が
丹
後
守
と
な
っ
た
寿
永
二
年
以
後
の
二
月
三
日
の
院
主
催
に
よ
る
尊
勝
陀

羅
尼
供
養
を

探
っ
て
ゆ
く
と
、
文
治
四
年
に
見
出
さ
れ
る
（
『
玉
葉
』
）
。

　

こ
う
し
て
正
月
付
の
文
書
の
多
く
が
文
治
四
年
の
も
の
と
わ
か
っ
た
今
、
他
の
正

月
の
文
書
も
文
治
四
年
の
可
能
性
が
高
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
次
に
あ
げ
る
四
通

の

文
書
は
、
実
は
は
っ
き
り
と
文
治
四
年
と
比
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の

可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

9
　
前
取
社
御
簾
事
、
以
御
請
文
旨
令
申
入
候
之
処
、
先
可
有
尋
沙
汰
之
由
、
尤
神

　
　
妙
、
但
於
間
数
之
条
者
、
今
度
不
可
及
先
例
之
沙
汰
、
寺
領
不
幾
之
際
、
支
配

　
　
員
数
已
難
越
前
々
、
是
非
毎
年
之
勤
、
何
可
及
訴
訟
哉
、
且
加
賢
察
、
早
任
本

　
　
数
、
可
令
勤
仕
之
由
、
殊
可
令
下
知
給
候
、
依

　
　
八
条
院
令
旨
、
上
啓
如
件
、

　
　
　
　
　
正
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
後
守
（
花
押
）

　
　
　
謹
上
　
源
中
納
言
入
道
殿

10

　
御
簾
七
間
之
内
五
間
、
以
前
返
賜
候
了
、
所
残
二
間
、
給
候
了
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
正

月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
経

H
　
仁
和
寺
殿
御
簾
寸
法
何
人
相
合
所
注
取
候
哉
、
御
室
公
文
所
な
ど
可
取
寸
法
候

　
　
哉
、
何
様
可
候
事
、
尤
不
審
候
く
伍
所
尋
申
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
正

月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
太
后
宮
権
亮
有
実

　
　
　
謹
上
　
丹
後
守
殿

12

　
御
簾
事
、
且
領
状
分
注
進
之
、
定
進
使
者
取
寸
法
歎
、
伍
且
可
令
存
知
給
候
歎
、

　
　
対
桿
所
々
尚
致
催
促
候
也
、
然
而
期
日
近
候
間
、
忽
注
進
候
也
、
（
中
略
）
恐

　
　
々

謹
言
、

　
　
　
　
　
正
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
後
守
（
花
押
）

　
　
　
越
後
法
眼
御
房

　
仁
和

寺
の
御
簾
に
関
す
る
文
書
で
、
拙
著
で
は
9
と
1
0
に
つ
い
て
触
れ
も
し
紹
介

も
し
た
が
、
い
ず
れ
も
同
じ
時
期
の
文
書
で
あ
ろ
う
。
9
の
御
簾
が
課
せ
ら
れ
た
相

模
国
の
前
取
社
は
仁
和
寺
の
蓮
華
心
院
領
で
あ
り
、
充
所
の
源
中
納
言
雅
頼
入
道
が

知
行
す

る
所
領
で
あ
る
。
雅
頼
が
出
家
し
た
の
は
文
治
三
年
で
、
亡
く
な
っ
た
の
が

文
治
六
年
で
あ
っ
た
。
ま
た
1
2
の
充
所
の
越
後
法
眼
御
房
は
仁
和
寺
の
守
覚
に
仕
え

た
長
遅
で
あ
っ
て
、
文
治
二
年
以
後
に
法
橋
か
ら
法
眼
に
転
じ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
は
文
治
四
年
か
ら
文
治
六
年
の
正
月
の
文
書
と
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
正
月
付
の
文
書
分
布
か
ら
し
て
、
文
治
四
年
の
も
の
と
見
倣
し

て

よ
か
ろ
う
。
な
お
1
0
は
『
弘
文
荘
古
文
書
目
録
』
に
載
る
新
出
文
書
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
正
月
付
の
あ
ら
か
た
の
文
書
は
文
治
四
年
の
も
の
と
考

え

ら
れ
る
が
、
そ
の
点
を
裏
付
け
て
く
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
不
明
の
1
0
を
除
い
て
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総
て

『
諸
阿
闇
梨
真
言
密
教
部
類
総
録
』
（
『
総
録
』
と
略
し
て
使
う
）
の
書
写
の
料

紙

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
総
録
』
と
は
摂
関
時
代
の
僧
安
然
が
唐

に
渡
っ
た
最
澄
・
空
海
ら
の
請
来
し
た
典
籍
を
二
十
部
に
分
類
整
理
し
た
も
の
で
あ

る
。
例
え
ぽ
、
1
の
文
書
の
裏
に
「
文
殊
讃
十
一
」
と
あ
る
の
は
、
十
七
部
の
諸
讃

嘆

部
の
十
一
文
殊
讃
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
9
の
文
書
の
裏
に
「
梵
字
十
六
大
菩
薩

讃
一
巻
　
海
」
と
見
え
る
の
は
諸
讃
嘆
部
の
三
金
剛
界
通
讃
に
属
す
る
梵
字
十
六
大

菩
薩
讃
一
巻
を
「
海
」
（
空
海
の
略
）
が
請
来
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
そ

こ
で
次
の
京
都
国
立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
伴
實
氏
所
蔵
文
書
の
一
点
を

見
た
い
。

13

A
宮
の
御
物
ま
い
り
の
人
夫
の
七
日
ま
て
ま
い
り
候
ハ
ぬ
と
（
中
略
）
た
め
よ
り

　
　
に
た

つ
ね
候
ヘ
ハ
、
国
ヲ
七
日
に
も
た
て
候
へ
き
よ
し
、
（
中
略
）
さ
て
は
、

　
　
か
に

・

石
川

ニ

カ
保
所
当
を
さ
へ
て
国
へ
な
し
候
は
ぬ
こ
と
の
、

13

B
御
さ
た
は
い
か
が
候
ら
ん
（
中
略
）
返
々
ふ
ひ
ん
に
候
こ
と
に
候
物
に
候
、

　
　
又
益
助
か
御

ま
や
の
あ
ん
数
の
こ
と
ハ
、
い
か
か
な
り
候
と
も
、
大
切
可
存
候
、

　
　

謹
言

　
　
　
　
　

正

月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
成

　

A
・

B
二
紙
か
ら
な
っ
て
お
り
、
奥
に
は
異
筆
で
「
為
成
人
夫
事
」
と
記
さ
れ
て

い

て
、
裏
の
一
紙
目
の
A
に
は
『
総
録
』
の
九
部
の
諸
観
音
部
十
馬
頭
法
な
ど
が
、

二
紙

目
の
B
に
は
十
三
部
諸
世
天
部
の
二
多
門
天
法
な
ど
が
書
写
さ
れ
て
い
る
。
正

月
付
で
『
総
録
』
が
裏
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
治
四
年
正
月
の
八
条
院
関
係
文
書
と

考
え
ら
れ
る
が
、
注
意
し
た
い
の
は
こ
の
よ
う
に
『
総
録
』
の
書
写
が
九
部
と
十
三

部
に
離
れ
て

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
二
つ
の
文
書
が
こ
こ
で
貼
り
つ
け
ら
れ
た
可

能
性
が
あ
る
。
字
は
明
ら
か
に
同
筆
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
は
別
の
文
書
が
同
一
人

の

字
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
つ
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
奥
書
の
「
為
成
人
夫
事
」
は

二
つ
を

ま
と
め
た
際
に
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ

こ
で
内
容
を
見
る
と
、
A
で
は
宮
の
物
参
り
の
人
夫
の
こ
と
と
国
の
所
当
の
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
B
で
は
益
助
の
厩
の
案
主
の
事
が
付
加
さ
れ
て
述
べ
ら
れ

て

い

る
。
差
出
人
の
為
成
と
い
う
人
物
は
他
の
関
係
文
書
に
登
場
し
て
い
て
丹
後
国

の

所
領
寄
進
に

関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
「
国
」
と
見
え
る
の
は
八
条
院
の
分

国
で
あ
る
丹
後
国
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
年
代
は
B
が
文
治
四
年
と
見
て
よ
く
、
ま
た

A
も
そ
れ
に
遠
く
な
い
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
今
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
文
書
が
『
総
録
』
の
ど
の
箇
所
の
書
写
に
利
用
さ

れ
た

か

を
一
覧
表
に
整
理
し
て
み
た
。
な
お
所
蔵
の
項
は
、
石
井
B
論
文
一
覧
表
の

番
号

で
、
新
は
新
出
文
書
で
あ
る
。

番
号

13

B
13

A
98 2　1065

年

月

日

文
　
　
書
　
　
名

『
総
録
』
の
書
写
部
分

（
文
治
四
年
）
正
月
十
五
日

（（（（（（
同同同同同同

）
正
月
十
九
日

）
正
月
二
十
三
日

）
正
月
二
十
四
日

）
正
月
二
十
四
日

）
正
月
二
十
五
日

）
正
月
二
十
五
日

為
成
書
状

為
成
書
状

八
条
院
令
旨

藤
原
長
経
書
状

大
蔵
卿
藤
原
宗
頼

奉
書

三
善
盛
季
請
文

藤
原
長
経
請
文

平
光
盛
書
状

13

諸
世
天
部

2
多
門
天
法

9
諸
観
音
部

10

馬
頭
法

17

七
諸
讃
嘆
部

3
金
剛
界
通
讃

（
不
明
）

5
諸
如
来
部

1
諸
仏
通
法

3
金
剛
界
部

3
本
経
集
録

8
諸
経
法
部

3
般
若
法

20

十
諸
図
像
部

5
塔
寵

所
蔵

07 14　　35　　11　新　　 46　　新　　 新
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17 12　11　　34

（（（（（（
同同同同同同

）
正
月
二
十
五
日

）
正
月
二
十
五
日

）
正
月
二
十
五
日

）
正
月
二
十
五
日

）
正
月
二
十
六
日

）
正
月
二
十
七
日

平
光
盛
請
文

散
位
宗
亮
請
文

藤
原
有
実
請
文

源
兼
保
請
文

左
馬
允
信
実
請
文

藤
原
長
経
請
文

17

諸
讃
嘆
部

1
文
殊
讃

12

諸
念
怒
部

2
降
三
世
法

7
諸
仏
母
部

3
仏
母
孔
雀
王
法

8
諸
経
法
部

8
念
詞
法

2
胎
蔵
界
部

3
記
録
外
広
儀
兀

3
金
剛
界
部

3
本
経
集
録

37 20　　　12　　24　　　22　　新

　

こ
う
し
て
文
治
四
年
正
月
の
文
書
は
『
総
録
』
の
書
写
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
の
逆
は
必
ず
し
も
成
立
は
し
な
い
。
な
に
し
ろ
『
総
録
』
は

大
部
の
書
で
あ
っ
て
、
文
治
四
年
正
月
の
八
条
院
関
係
文
書
の
み
で
書
写
す
る
に
は

不
足

し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
度
は
『
総
録
』
に
利
用
さ
れ
た
正
月
付
以
外

の

文
書
を

探
っ
て
み
た
い
。
こ
れ
も
一
覧
表
に
示
し
て
お
こ
う
。

20 ・9・8・7・6・5・41糞

月

日

文
　
　
書
　
　
名

乃
刻

五
月
八
日

六
月
二
十
八
日

十
二
月
十
七
日

藤
原
長
経
書
状

平
教
経
書
状

藤
原
実
長
書
状

朝
通
書
状

某
消
息

某
消
息

某
消
息

『
総
録
』
の
書
写
部
分
　
所
蔵

5
諸
如
来
部

5
阿
弥
陀
仏
法

4
蘇
悉
地
部

4
加
用
法

巻
首
目
録

13

諸
世
天
部

3
宿
曜
法

14

諸
天
供
部

2
胎
蔵
界
部

1
本
経
義
釈

1
三
灌
頂
部

3
蘇
悉
地
灌
頂
本
法

59 43　42　　　17　6　　　57　　　39

　

こ
れ
ら
を
通
覧
す
る
と
、
五
月
や
六
月
の
文
書
が
含
ま
れ
て
お
り
、
文
治
四
年
正

月
の
文
書
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
に

触
れ
て

検
討

し
て
み
た
い
。
た
だ
消
息
三
通
に
つ
い
て
は
日
付
が
な
く
、
内
容
も
乏

し
い
の
で
省
略
す
る
。

14
　
重
任
間
事
、
不
審
之
処
、
悦
承
候
了
、
可
存
此
旨
候
、
謹
言
、

　
　
　
　
　

乃
刻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　

花
押
の

形
状
か

ら
藤
原
長
経
の
書
状
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
、
内
容
は
重
任
に
つ

き
不
審
に
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
知
ら
せ
を
聞
き
悦
び
承
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
寿

永
二
年
八
月
に
丹
後
守
に
な
っ
た
長
経
の
二
度
目
の
任
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

文
治
三
年
が
任
期
切
れ
で
あ
る
か
ら
、
重
任
は
文
治
四
年
正
月
が
一
番
相
応
し
く
、

実
際
、
そ
の
次
の
任
は
文
治
四
年
正
月
の
四
年
後
の
建
久
三
年
正
月
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ

て

文
治
四

年
正
月
の
春
の
除
目
は
二
十
四
日
で
あ
る
か
ら
、
文
治
四
年
正
月

二
十
四

日
の
も
の
と
見
ら
れ
、
先
の
文
書
群
と
同
じ
性
格
の
も
の
と
見
て
よ
い
。

17

　
御
台
井
盤
事
、
相
尋
候
之
処
、
い
つ
れ
も
不
候
之
由
、
令
申
候
也
、
白
木
物
等

　
　
又
以
此
十
年
許
、
不
令
進
候
之
間
、
不
候
也
、
以
此
旨
可
令
申
上
給
候
、
恐
々

　
　
謹
言
、

　
　
　
　
　
十
二

月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
朝
通

　
内
容
は
、
台
・
盤
・
白
木
物
な
ど
の
調
進
に
関
す
る
請
文
で
あ
る
。
調
進
物
か
ら

見
て
、
仁
和
寺
関
係
と
考
え
ら
れ
る
。
日
付
か
ら
文
治
四
年
正
月
に
近
い
前
年
の
十

二
月
と
見
る
と
、
「
此
十
年
許
、
不
令
進
候
」
と
い
う
十
年
前
は
源
平
争
乱
期
に
相

当
す
る
。
そ
の
間
、
こ
れ
ら
を
調
進
し
て
い
な
い
と
い
う
表
現
は
、
戦
乱
の
影
響
と

い

う
こ
と
で
良
く
理
解
で
き
る
。
ひ
と
ま
ず
文
治
三
年
十
二
月
の
文
書
と
考
え
た
い
。
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15
　
（
端
裏
書
）
「
能
登
守
殿
」

　
　
馬
事
、
謹
承
候
了
、
子
細
以
盛
時
令
言
上
候
、
委
可
被
召
間
者
也
、

　
　
　
　
　
五
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
経

　
平
家
の
勇
将
と
し
て
著
名
な
能
登
守
教
経
が
馬
の
件
に
つ
い
て
差
し
出
し
た
請
文

で

あ
る
。
教
経
は
治
承
三
年
十
一
月
に
能
登
守
に
な
り
、
養
和
元
年
の
う
ち
に
能
登

守
を
退
い
て
い
る
の
で
、
治
承
四
年
か
養
和
元
年
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
充
所
は
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
次
の
1
6
と
連
れ
の
文
書
で
あ
り
、
同
じ
時
期
の
も
の
で
あ
る
ら

し
い
。

16

　
多
度
御
庄
解
事
、
令
申
上
給
歎
、
脚
力
男
及
在
京
数
日
、
殊
嘆
申
候
也
、
如
此

　
　
訴
訟
、
難
少
分
事
、
可
有
御
裁
許
候
也
、
就
中
仕
丁
事
、
難
少
々
可
被
優
免
候

　
　
也
、
且
免
除
例
候
歎
、
且
為
庄
家
安
堵
候
、
可
然
之
様
令
申
上
給
、
可
被
仰
下

　
　
候
也
、
謹
言
、

　
　
　
　
　
六
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
長

　
　
　
　
八
条
三
位
殿

　
充
所
の

八
条
三
位
は
長
経
の
父
実
清
の
こ
と
で
あ
る
。
八
条
と
は
実
清
が
八
条
院

の

近
臣

と
し
て
八
条
院
の
御
所
近
く
に
屋
敷
を
持
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
き
て
お
り
、
三

位
は
治

承
二
年
か
ら
養
和
元
年
ま
で
散
三
位
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
文
書

も
こ
の
時
期
に
含
ま
れ
よ
う
。
次
に
差
出
人
の
実
長
は
、
三
位
の
公
卿
に
単
に
「
謹

言
」
と
記
す
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
地
位
は
公
卿
ク
ラ
ス
と
判
断
さ
れ
、
そ

の

点
か

ら
寿
永
元
年
十
月
に
出
家
し
た
前
権
大
納
言
藤
原
実
長
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
内
容
は
、
八
条
院
領
の
讃
岐
国
の
多
度
庄
の
領
主
藤
原
実
長
が
脚
力
の
も
た

ら
し
た
庄
解
を
も
と
に
、
課
役
の
免
除
と
安
堵
を
訴
え
て
い
る
。
八
条
三
位
実
清
は

八
条
院
の
別
当
と
し
て
院
領
の
管
理
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
15

と
1
6
の
二
つ
の
文
書
は
実
清
に
宛
て
ら
れ
、
保
管
さ
れ
た
文
書
だ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
総
録
』
の
書
写
に
利
用
さ
れ
た
文
書
は
文
治
四
年
正
月
の
文

書
を
中
心
に
し
て
、
少
し
遡
っ
て
長
経
の
父
実
清
宛
て
の
文
書
を
補
っ
た
も
の
と
わ

か

る
。
実
清
は
元
暦
元
年
に
死
去
し
て
お
り
、
ま
た
文
治
四
年
正
月
の
文
書
の
多
く

が
長
経
宛
て

の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
主
と
し
て
長
経
の

許
に
保
管
・
継
承
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

二
　
実

清

　
『
総
録
』
の
書
写
に
利
用
さ
れ
た
文
書
に
は
養
和
頃
の
実
清
宛
て
の
文
書
が
あ
っ

た

が
、
他
の
文
書
を
探
っ
て
ゆ
く
と
、
実
清
宛
て
の
文
書
が
養
和
元
年
か
ら
翌
寿
永

元
年
に
か
け
て
多
く
見
え
る
こ
と
に
気
づ
く
。

2122

来
二
十
五
日
御
布
施
取
殿
上
人
、
時
々
被
参
候
人
々
に
被
相
触
候
之
処
、
員
数

不
幾
候
、
伍
可
令
申
女
院
殿
上
人
御
之
儀
候
也
、
当
時
出
仕
人
々
可
令
注
申
給

候
、
先
内
々
之
儀
に
て
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
二
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
長
遣
上

　
三
位
殿

主
典
代
・
庁
官
事
、
神
妙
候
、
公
卿
・
殿
上
人
皆
束
帯
之
由
、
被
触
申
候
了
、

着
冠
可
宜
候
敷
、
且
可
有
御
計
之
由
、
所
候
也
、
恐
惇
謹
言
、

　
　
　
二
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
長
逞
上

　

三
位
殿
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こ
れ
ら
は
拙
稿
に
お
い
て
触
れ
て
お
り
、
養
和
二
年
二
月
の
仁
和
寺
の
守
覚
法
親

王
が
主
催
す

る
仏
事
に
関
す
る
も
の
で
、
『
吉
記
』
養
和
二
年
二
月
二
十
九
日
条
に

「
仁
和
寺
宮
奉
為
故
五
宮
、
被
供
養
五
部
大
乗
経
、
去
二
十
五
日
依
雨
延
引
（
中
略
）

被
物
以
下
尽
善
尽
美
、
驚
目
」
と
あ
る
の
に
該
当
す
る
。
充
所
は
こ
の
時
に
公
卿
と

し
て
出
席
し
て
い
た
「
八
条
三
位
」
実
清
で
あ
る
。
内
容
は
と
も
に
、
守
覚
の
下
に

い

た
法
橋
長
逞
か
ら
八
条
院
へ
の
協
力
を
要
請
し
た
も
の
で
あ
る
。

23

　
来
十
七
日
蓮
華
心
院
修
二
月
用
途
内
、
自
御
倉
被
下
行
候
物
注
文
進
上
之
、
令

　
　
申
上
三
位
殿
給
、
任
例
可
令
沙
汰
給
行
候
也
、
須
参
啓
之
処
、
只
今
御
所
指
合

　
　
事
候
之
間
、
乍
恐
以
愚
札
所
言
上
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
二
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
隆
慶
上

　
　
　
謹
上
　
能
登
介
殿

　
充
所
は
能
登
介

と
な
っ
て
い
る
が
、
文
中
に
「
令
申
上
三
位
殿
給
」
と
三
位
殿
実

清
へ
の
披
露
を
求
め
て
い
る
の
で
、
実
際
は
実
清
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、

二
月
十
七
日
の
蓮
華
心
院
修
二
月
会
の
用
途
と
し
て
、
御
倉
か
ら
下
行
し
て
欲
し
い

物
の
注
文
を
提
出
す
る
の
で
取
り
計
ら
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
も
の
。
『
吉

記
』
養
和
二
年
二
月
十
七
日
条
に
よ
る
と
、
転
輪
院
の
修
二
月
会
の
導
師
が
蓮
華
心

院
の

導
師
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
転
輪
院
の
修
二

月
会
は
二
月
十
七
日
に
定
め
ら
れ
て
お
り
（
『
師
光
年
中
行
事
』
）
、
こ
こ
で
蓮
華
心

院
の

修
二
月
会
と
同
日
の
こ
と
が
特
別
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
蓮
華
心
院
の
会
が

二
月
十
七
日
と
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
そ
う
す
る
と

「
来
十
七

日
蓮
華
心
院
修
二
月
」
と
あ
る
の
は
養
和
二
年
二
月
十
七
日
の
こ
と
と
な

り
、
本
文
書
は
養
和
二
年
の
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

24
　
三
方
庄
兵
根
間
事
、
如
被
仰
下
候
、
可
令
下
知
候
、
大
和
庄
々
事
、
可
存
此
旨

　
　
候
、
両
条
以
此
趣
可
令
披
露
給
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

二
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
盛

　

こ
の
文
書
に
つ
い
て
も
既
に
拙
稿
で
触
れ
て
お
り
、
養
和
二
年
に
平
宗
盛
が
八
条

院
領
の
播
磨

国
三
方
庄
の
兵
根
と
大
和
の
庄
々
の
件
に
つ
い
て
了
承
し
た
請
文
で
あ

る
。
『
吉
記
』
養
和
二
年
三
月
十
七
日
条
に
「
近
日
、
諸
国
庄
々
兵
根
米
重
有
苛
責
、

可
被
付
使
庁
之
由
、
被
下
院
宣
」
と
あ
る
情
勢
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
充
所
は

記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
清
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
、
実
清
宛
て
は
二
月
に
多
く
、
い
ず
れ
も
養
和
二
年
二
月

の

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
二
月
の
文
書
を
探
っ
て
ゆ
く
と
、
次
の
文
書
も
同
じ
頃

の
も
の
で
あ
ろ
う
。

25

　
供
御
調
進
候
、
今
一
度
口
限
且
可
被
仰
下
給
候
、
此
旨
可
申
候
由
、
所
候
也
、

　
　
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
二
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
長
邊
奉

　
　
　
三
位
殿

　
供
御
を

調
進

し
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
、
特
に
年
代
を
特
定
す
る
手
掛
か
り
を

欠
く
が
、
「
法
橋
長
遅
」
「
三
位
」
実
清
と
見
え
る
他
の
同
類
の
文
書
の
分
布
か
ら
養

和
二
年
の
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
も
う
一
通
、
二
月
の
文
書
が
存
在
す
る

が
、
こ
れ
は
他
の
文
書
に
墨
痕
と
し
て
残
っ
た
も
の
で
あ
る
。

26
　
「
伍
注
文
　
　
　
　
謹
言
、

　
　
　
　
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝
通
」

　
こ
の
部
分
し
か
明
ら
か
で
な
い
。
差
出
人
の
朝
通
は
1
7
の
文
治
三
年
十
二
月
の
文
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書
に
見
え
て
、
物
品
の
調
進
に
当
た
っ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、
こ
の
注
文
も
そ
う
し

た

関
係
の
文
書
で
あ
ろ
う
が
、
内
容
は
確
か
め
る
術
は
な
い
。
な
お
こ
う
し
た
墨
痕

は
、
文
書
を
再
利
用
す
る
際
に
表
面
に
霧
を
吹
い
て
二
枚
一
組
ず
つ
文
字
の
面
を
重

ね
合
わ
せ
板
の
よ
う
な
も
の
で
軽
く
叩
い
た
結
果
、
他
の
文
書
が
映
っ
た
も
の
で
あ

る
と
し
て
、
石
井
進
氏
は
「
墨
映
文
書
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
（
『
中
世
の
武
家
文

書
』
）
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
考
え
る
と
、
こ
の
文
書
が
墨
痕
と
し
て
残
っ
て
い
た
次
の

文
書
と
は
近
い
時
期
の
も
の
と
見
ら
れ
る
。

27
　
田
井
庄
解
給
候
了
、
兵
根
米
事
、
自
所
々
難
訴
申
事
候
、
致
如
此
狼
籍
之
由
、

　
　
全
不
申
候
也
、
於
此
条
者
、
庄
官
与
在
庁
可
有
対
決
事
候
歎
、
但
於
問
使
責
者

　
　
可
止
之

由
、
令
下
知
候
了
、
而
為
京
庫
納
之
由
、
相
存
候
之
処
、
干
今
無
小
分

　
　
之
弁
候
、
何
様
可
候
事
哉
、
先
進
送
文
、
口
米
可
念
運
上
之
由
、
可
御
下
知
候

　
　
也
、
謹
言
、

　
　
　
　
十

月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
路
守
清
房

　
八
条
院

領
の
河
内
国
田
井
庄
か
ら
の
兵
根
米
の
訴
え
に
つ
い
て
、
淡
路
守
平
清
房

が

庄
官
と
在
庁
の
間
で
の
対
決
を
指
示
し
、
か
つ
問
使
に
よ
る
責
を
止
め
る
よ
う
に

下
知

し
た
こ
と
、
京
庫
納
で
あ
る
の
に
ま
だ
納
ま
っ
て
い
な
い
の
で
直
ぐ
に
運
上
す

べ
き
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
石
井
A
論
文
に
よ
り
詳

し
く
解
説
さ
れ
て
い
て
、
養
和
元
年
に
平
氏
か
ら
畿
内
近
国
に
課
さ
れ
た
兵
根
米
の

事
務
の
関
す
る
も
の
と
い
う
。
従
っ
て
本
文
書
は
養
和
元
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、

そ

の

文
書
に
墨
が

映
っ
た
2
6
は
こ
の
近
く
の
文
書
と
い
う
こ
と
か
ら
、
養
和
二
年
の

も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
養
和
二
年
二
月
の
文
書
が
多
く
見
え
る
が
、
同
時
に
兵
根
米
関
係
の
文

書
が

同
じ
頃
に
多
い
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
2
7
の
関
連
文
書
が
次
の
文
書
で
あ
る
。

28
　
（
端
裏
書
）
「
大
蔵
卿
御
返
事
　
僧
興
蓮
上
」

　
　
御
下
文
旨
謹
以
拝
領
仕
候
事
、
以
此
旨
難
可
催
進
、
百
姓
等
無
為
方
之
由
、
訴

　
　
申
候
、
委
御
庄
解
状
令
進
候
、
早
損
候
上
、
如
此
兵
乱
米
難
堪
事
候
、
重
可
然

　
　
体
可
申
上
御
候
、

　
　
又
先

日
大
将
殿
御
下
文
井
以
前
之
殿
御
下
文
難
候
、
全
以
不
承
引
仕
候
、
国
高

　
　
入
道
従
会
賀
御
庄
今
月
十
四
日
御
庄
在
家
五
宇
被
追
捕
、
若
無
此
御
沙
汰
者
、

　
　
百
姓
等
以
何
法
術
可
巡
安
堵
之
計
哉
、
尤
可
御
沙
汰
候
者
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
九
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
興
蓮
上

　
拙
稿
で
述
べ
た
の
で
詳
し
く
は
記
さ
な
い
が
、
後
院
領
の
会
賀
庄
に
隣
接
す
る
河

内
国
田
井
庄
の
雑
掌
の
僧
興
蓮
が
請
文
と
し
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
27
の

文
書
の
直
前
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
2
8
に
沿
っ
て
淡
路
守

平
清
房
に
八
条
院
か
ら
の
訴
え
が
あ
っ
て
、
2
7
が
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同

じ
頃
に
和
泉
の
長
泉
庄
か
ら
も
訴
え
が
だ
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
次
の
文
書
で
あ
る
。

29

　
養
和
元
年
十
月
日
　
長
泉
庄
下
司
中
原
家
憲
解

　
内
容
は
石
井
A
論
文
に
詳
し
く
、
付
け
加
え
る
こ
と
も
無
い
の
で
本
文
は
省
略
す

る
。
さ
ら
に
も
う
一
通
兵
根
米
関
係
の
文
書
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
は
触
れ
て
お
こ

う
。
全
部
で
二
紙
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
　
一
紙
目
と
二
紙
目
の
間
に
欠
落
が
あ
る
と

見
て
、
こ
れ
ま
で
は
併
せ
て
一
通
の
文
書
と
読
ま
れ
て
い
た
が
、
や
や
問
題
が
あ
る

の

で
切

り
離
し
て
考
え
て
み
た
い
。

30
　
紀
俊
守
謹
言

　
　
　
言
上
　
雑
事
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一
　
兵
根
米
事

　
　
右
件
兵
頼
米
、
先
日
以
梶
取
近
守
委
細
申
上
候
了
、
百
姓
等
可
募
御
米
之
由
令

　
　
存
候
、
為
公
事
可
弁
済
之
思
更
不
候
、
就
中
当
御
庄
ハ
三
分
之
二
者
、
他
所
他

　
　
庄
之
住
人
等
各
入
作
之
処
也
、
件
入
作
人
等
申
候
様
、
於
兵
根
米
者
、
非
野
介

　
　
御
庄
一
所
、
諸
国
諸
庄
一
同
事
也
、
然
皆
募
所
当
御
米
之
内
、
令
弁
進
事
無
其

　
　
隠
、
何
当
御
庄
一
所
為
非
分
之
役
（
中
略
）
と
、
他
庄
他
所
兼
作
人
等
論
申
候

　
　

て
、
臨
時
役
之
儀
一
切
不
承
伏
仕
候
、
愛
無
其
儲
之
処
、
追
討
使
御
下
向
之
間
、

　
　
従
国
衙
三
百
五
十
石
之
兵
根
米
切
懸
、
依
令
致
水
火
之
責
、
為
遁
当
時
之
苛
法
、

　
以

上
が
一
紙
目
の
部
分
で
あ
る
。
筑
前
の
野
介
庄
に
兵
根
米
が
懸
け
ら
れ
た
が
、

百
姓
は
所
当
米
（
年
貢
）
の
う
ち
か
ら
出
す
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
と
く
に
他
庄
他

所
か

ら
の
兼
作
人
た
ち
が
強
く
そ
の
こ
と
を
主
張
し
て
臨
時
の
役
に
応
じ
よ
う
と
し

な

い
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
追
討
使
が
下
っ
て
き
て
水
火
の
責
を
な
す
の
で
、
一
旦

の

苛
法
を

逃
れ

よ
う
と
…
…
、
と
い
う
所
で
切
れ
て
い
る
。

31
　
不
載
口
乍
仕
口
口
至
極
及
訴
之
間
、
追
討
使
御
下
向
間
、
為
庄
内
住
人
等
付
面

　
　
々
公
私
夫
伝
馬
、
或
被
宛
召
、
或
被
押
取
之
由
、
住
人
等
多
以
逃
散
仕
候
了
、

　
　
当
時
所
当
御
米
七
百
九
石
内
見
納
四
百
七
十
余
石
也
（
十
一
月
廿
三
日
以
前

　
　
納
）
、
未
進
二
百
余
石
、
従
此
後
及
草
草
候
て
難
済
仕
候
歎
、
致
苛
法
之
責
候

　
　
者
、
百
姓
等
弥
以
逃
散
仕
候
、
又
不
加
其
催
者
、
御
米
難
成
候
（
中
略
）

　
一
　
御
庄
領
塩
浜
事

　
　
右
件
事
、
先
日
以
御
庄
解
申
上
候
了
、
任
状
早
々
可
被
沙
汰
下
候

　
　
以
前
条
々
、
先
条
申
上
候
之
上
、
重
所
申
上
候
也
、
以
此
旨
能
々
委
細
可
申
上

　
　
給
候
、
俊
守
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

十
一
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
俊
守
（
花
押
）

　

こ
の
二
紙
目
は
先
ず
、
追
討
使
が
下
向
し
て
庄
内
住
人
の
面
々
に
夫
伝
馬
を
課
し

た

り
、
押
取
っ
た
り
し
た
の
で
、
住
人
等
が
逃
散
し
て
し
ま
い
、
所
当
の
米
七
百
九

石
の

内
の
納
め
た
四
百
七
十
余
石
以
外
の
未
進
二
百
余
石
分
は
納
め
る
の
は
と
て
も

難

し
く
、
し
か
も
苛
法
の
責
を
す
る
と
、
百
姓
等
は
弥
々
逃
散
す
る
し
、
か
と
い
っ

て

催
促

し
な
い
と
米
は
納
ま
ら
な
い
、
と
い
う
事
情
を
述
べ
、
続
い
て
庄
領
の
塩
浜

に

つ
い
て

は
先

日
の
庄
解
で
申
し
上
げ
た
の
で
沙
汰
し
て
欲
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

30

の

続
き
と
す
る
と
、
兵
根
米
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
の
に
、
そ

の

こ
と
に
は
全
く
触
れ
ず
年
貢
米
の
弁
済
に
つ
い
て
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。

　

二
つ
は

本
来
別
の
文
書
で
あ
っ
た
ろ
う
。
3
0
で
は
追
討
使
の
下
向
に
伴
っ
て
や
む

を

え
ず
国
衙
か
ら
課
さ
れ
て
き
た
百
五
十
石
の
兵
根
米
を
年
貢
米
の
う
ち
か
ら
納
め

た

事
情
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
3
1
で
は
さ
ら
に
百
二
十
石
余
り
の
年
貢
を
納
め
た
が
、

ま
だ
二
百
石
の
未
進
の
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
3
1
の
庄
解
の
末

尾
に
は

「
先

日
以
御
庄
解
申
上
候
了
」
「
先
条
申
上
候
之
上
、
重
所
申
上
候
也
」
と

あ
っ
て
、
こ
れ
が
二
度
目
の
庄
解
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
先
日
の
庄
解
と
は

30

に

あ
る
「
先
日
以
梶
取
近
守
委
細
申
上
候
」
と
あ
る
申
状
で
は
な
く
、
3
0
の
申
状

そ

の

も
の
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
3
0
は
3
1
よ
り
や
や
前
の
十
月

頃
の

文
書
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
養
和
元
年
の
後
半
に
お
け
る
兵
根
米
関
係
の
文
書
の
多
い
こ
と
を
み
て

き
た
が
、
同
じ
頃
に
は
八
条
院
に
仕
え
る
侍
の
交
名
が
数
点
見
え
る
。
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番

旦

年

月

日

文

書

名
一
所
蔵

35　34　33　32

養
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

養
和
元
年
十
二
月
二
十
一
日

寿
永
元
年
七
月
五
日

養
和

侍
所
旬
日
見
参
注
文

侍
所
旬
日
見
参
注
文

侍
所
見
参
注
文

侍
所
注
文

646132

　
前
二
つ
は
八
条
院

に
仕

え
る
侍
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
月
の
中
旬
に
ど
れ
だ
け
奉
仕

し
た
の
か
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
3
4
は
「
侍
所
見
参
　
四
日
　
元
忠
　
以
孝

信
盛
」
と
始
ま
っ
て
三
十
三
人
と
い
う
多
く
の
侍
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
で
触
れ
た
よ
う
に
、
八
条
院
が
後
白
河
と
同
宿
し
た
こ
と
に

伴
い
、
院
北
面
ら
が
八
条
院
を
警
護
す
る
体
制
が
と
ら
れ
た
こ
と
よ
り
報
告
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
3
5
は
こ
れ
と
同
じ
形
式
を
も
つ
も
の
で
、
後
述
す
る
3
8
文
書
の
墨

映
文
書
と
し
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
3
3
の
墨
痕
は
2
8
の
興
蓮
請
文
に
見

え
、
同
じ
く
2
8
の
墨
痕
は
3
3
に
見
え
て
お
り
、
二
つ
は
同
じ
時
に
料
紙
と
し
て
仕
立

て

ら
れ
た
も
の
と
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
後
白
河
が
八
条
院
と
同
宿
す
る
の
は
、
養
和
元
年
の
末
で
あ
っ
た
。

『
明
月
記
』
養
和
元
年
十
二
月
十
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
新
造
の
な
っ
た
法
住
寺
御
所

に

院
が
八
条
院
と
と
も
に
渡
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
同
宿
に
伴
っ
て
北
面
な
ど
の
交

名
が
八
条
院
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が
次
の
文
書
で
あ
る
。

36
　
祇
候
北
面
、
五
位
有
官
無
官
令
注
進
候
、
但
初
参
以
後
、
不
名
体
合
輩
、
つ
か

　
　

さ
な
り
て
や
候
ら
ん
、
又
死
去
者
ニ
テ
や
候
ら
ん
、
不
知
子
細
候
、
然
而
随
付

　
　
置
候
、
所
令
注
進
候
也
、
只
々
い
そ
き
か
き
候
間
、
定
ら
う
せ
き
に
や
候
ら
ん
、

　
　
以
此
由
可
然
様
、
可
令
披
露
給
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
十
二
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
経
上

　
院
北
面
に
伺
候
す

る
五
位
や
有
官
無
官
の
侍
を
注
進
し
た
こ
と
を
告
げ
る
書
状
で

あ
る
が
、
時
期
と
人
数
か
ら
見
て
、
3
5
の
交
名
は
あ
る
い
は
こ
の
時
に
提
出
さ
れ
た

も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
頃
と
見
ら
れ
る
の
が
次
で
あ
る
。

37

　
明
日
（
廿
三
日
）
御
方
違
料
出
車
一
両
可
催
進
之
由
、
謹
承
候
了
、
恐
惇
謹
言
、

　
　
　
　
　
十
二

月
廿
二
日
亥
刻
　
　
　
　
　
　
　
少
納
言
惟
基

　
少
納
言
藤
原
惟
基
が
方
違
の
た
め
の
出
車
一
両
を
命
じ
ら
れ
て
の
請
文
で
あ
る
。

養
和
二
年
三
月
に
惟
基
は
勘
解
由
次
官
に
移
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
の
文
書
と

わ
か

り
、
さ
ら
に
養
和
元
年
十
二
月
二
十
三
日
は
節
分
で
方
違
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か

る
の
で
（
『
玉
葉
』
）
、
こ
の
時
の
文
書
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
院
が
八
条
院
を
伴
っ

た
方
違
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

さ
て
こ
う
し
て
養
和
元
年
末
の
文
書
を
見
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
3
5
の
侍
所
交
名
が

墨
痕

と
し
て
残
っ
て
い
た
次
の
文
書
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

38

　
昨
日
庁
官
盛
光
為
御
使
来
臨
候
、
脆
以
請
取
　
令
旨
再
拝
候
了
、
早
参
可
畏
申

　
　
候
之

処
、
連
々
日
次
不
候
、
遅
々
尤
解
怠
候
、
来
十
一
日
可
参
拝
候
者
也
、
此

　
　
御
堂
事
実
便
宜
候
、
殊
自
愛
無
極
候
、
度
々
悦
思
食
之
由
、
被
仰
下
候
、
返
々

　
　
畏
思
給
候
、
委
旨
可
参
上
候
也
、
長
逞
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
六
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
長
遅
上

　
　
　
大
弐
殿
侍

　
八
条
院
の

庁
官
盛
光
が
も
た
ら
し
た
令
旨
に
対
す
る
請
文
で
あ
る
。
充
所
の
大
弐

は
実
清
で
、
寿
永
元
年
か
ら
元
暦
元
年
に
亡
く
な
る
ま
で
大
宰
大
弐
だ
っ
た
。
し
か

も
こ
れ
に
3
5
の
文
書
が
映
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
最
も
近
い
寿
永
元
年
の
も
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の

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
養
和
元
年
か
ら
翌
年
の
寿
永
元
年
に
か
け
て
ま
と
ま
っ
て
実
清
宛
て

の

文
書
が

含
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
期
間
の
文
書
は
特
別
に

実
清
宛
て
で
な
く
と
も
、
実
清
に
宛
て
た
も
の
と
見
倣
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

39
　
御
名
字
、
依
仰
謹
撰
進
之
、
若
又
不
叶
御
意
事
候
者
、
重
可
仰
給
候
、
恐
埋
謹

　
　
言
、

　
　
　
　
　
三

月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
章
博
士
光
範

　
文
章
博
士
藤
原
光
範
が
名
字
の
案
を
選
び
進
め
た
書
状
で
あ
る
。
光
範
は
治
承
四

年
に
東
宮
学
士
を
止
め
ら
れ
、
元
暦
二
年
六
月
に
式
部
大
輔
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の

で
、
こ
の
期
間
の
文
書
と
わ
か
る
。
次
に
四
位
の
光
範
が
「
恐
捏
謹
言
」
と
丁
重
な

表
現
を

と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
充
所
は
な
い
が
三
位
以
上
の
貴
人
、
具
体
的
に
は

実
清
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
当
時
、
実
清
の
周
辺
で
名
字
が
問
題
と
な
っ
て
い
た

人
物
を

探
す

と
、
実
清
の
二
男
の
清
季
が
寿
永
元
年
十
一
月
に
八
条
院
給
で
叙
爵
と

な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
清
季
の
命
名
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
す
れ
ば
寿
永

元
年
三
月
の
も
の
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

40

　
　
追
申

　
　
　
院
口
口
案
一
昏
罷
預
候
了
、
供
御
所
給
文
ハ
参
向
之
時
可
令
申
候
也
、

御
札
之
旨
、
謹
以
拝
見
候
了
、
蔵
人
所
御
牒
事
井
院
宣
之
由
、
畏
承
候
処
也
、

抑
以
去

二
月
廿
五
日
、
於
二
臆
出
納
奉
行
、
宮
内
少
輔
殿
仰
下
候
之
旨
、
牛
瀬

村
供
御
者
、
何
を
令
勤
そ
と
被
尋
下
て
候
に
、
伍
毎
年
三
介
度
櫨
供
御
内
（
五

節
・
御
仏
名
・
白
馬
等
）
、
令
勤
仕
之
由
、
所
令
申
上
、
先
日
以
助
久
沙
汰
蔵
、

一
先
生
久
則

目
代
代
納
之
、
又
以
他
人
可
令
尋
聞
食
之
由
、
所
令
申
上
也
、
而

　
　
不
勤
供
御
之
由
、
以
外
事
候
と
て
、
争
無
止
供
御
可
勿
勤
仕
哉
、
無
極
言
虚
候

　
　
事
也
、
誰
人
御
沙
汰
候
歎
、
企
参
向
可
令
申
口
口
之
状
、
如
件
、
不
具
謹
言
、

　
　
　
　
　
三

月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
法
生
中
原
盛
家
請
文

　
　
　
（
奥
書
）
「
牛
瀬
供
御
沙
汰
者
　
明
法
生
盛
家
返
事
」

　
牛
瀬
村
の
供
御
に
つ
い
て
、
二
月
二
十
五
日
の
蔵
人
所
で
の
問
注
と
供
御
の
勤
仕

に
関
す
る
報
告
か
ら
な
り
、
牛
瀬
村
を
沙
汰
す
る
明
法
生
中
原
盛
家
の
請
文
で
あ
る
。

文
中
に
「
於
二
臆
出
納
奉
行
、
宮
内
少
輔
殿
仰
下
候
」
と
あ
る
の
は
、
蔵
人
所
で
の

問
注
の

こ
と
で
、
宮
内
少
輔
は
五
位
の
蔵
人
の
藤
原
親
経
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本

文
書
は
治

承
三
年
十

月
か
ら
文
治
元
年
十
二
月
の
在
任
期
間
の
も
の
と
わ
か
る
。

「
一
先
生
」
と
あ
る
の
は
、
『
吉
記
』
養
和
元
年
八
月
一
日
条
に
見
え
る
御
蔵
の
小
舎

人
の

紀
久
則

と
見
て
よ
い
。
こ
れ
だ
け
の
情
報
か
ら
年
代
を
特
定
す
る
の
は
困
難
で

あ
る
が
、
二
月
・
三
月
付
の
文
書
が
皆
養
和
二
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
書
の
分
布

か
ら
し
て
養
和
二
年
と
見
た
い
。

番
号

23　37　33　36　35　31　32　30　29　27　28

年

月

日

（養
和
元
年
）
九
月
二
十
日

（
　

同
　
）
十
月
十
七
日

養
和
元
年
十
月

（

同
）
（
九
・
十
月
）

（

同
）
十
一
月
二
十
二
日

（

同
）
十
一
月
二
十
三
日

（
　
同
　
）
十
二
月

（

同
）
十
二
月
十
五
日

養

和

元

年
十

二
月
二
十
一
日

（

同
）
十
二
月
二
十
二
日

（養
和
二
年
）
二
月
七
日

文

書

名

所
蔵

僧
興
蓮
請
文

平
清
房
請
文

長
泉
庄
下
司
中
原
家
憲
解

紀
俊
守
申
状

侍
所
見
参
注
文

紀
俊
守
重
申
状

北
面
侍
注
文

信
経
書
状

侍
所
見
参
注
文

藤
原
惟
基
請
文

僧
隆
慶
書
状

23346129新25322527830
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34　38　39　40　26　22　21　24　25

（（（（（（（

同同同同同同同

）
二
月
十
二
日

）
二
月
十
八
日

）
二
月
十
九
日

）
二
月
二
十
二
日

）
二
月

）
三
月
四
日

）
三
月
十
一
日

（寿
永
元
年
）
六
月
六
日

寿

永
元
年
七
月
五
日

平
宗
盛
請
文

法
橋
長
遅
奉
書

法
橋
長
逞
書
状

法
橋
長
遅
奉
書

朝
通
注
文

中
原
盛
家
請
文

藤
原
光
範
書
状

法
橋
長
遣
書
状

侍
所
見
参
注
文

64　10　3　26　新　40　37　65　18

　

こ
れ
ら
は
以
上
の
実
清
関
係
の
第
二
群
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
り
、

和
元
年
九
月
か
ら
寿
永
元
年
七
月
ま
で
に
収
ま
っ
て
い
る
。

三
　
元
暦
二
年

時
期
は
、
養

　
文
書
群
の
う
ち
で
年
号
を
有
す
る
文
書
を
拾
っ
て
ゆ
く
と
、
承
安
三
・
同
四
・
安

元
二
年
が
各
一
通
、
養
和
元
年
が
三
通
、
寿
永
元
年
が
一
通
、
元
暦
二
年
が
六
通
の

分
布
と
な
っ
て
い
て
、
元
暦
二
年
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
こ
と

は
そ

の
他
に

も
元
暦
二
年
の
文
書
は
あ
る
筈
で
あ
り
、
そ
れ
を
探
る
と
と
も
に
、
ま

た

ど
う
し
て
こ
の
時
期
に
年
付
の
あ
る
文
書
が
多
い
の
か
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ

う
。§

一
年

月

日

44　43　42　41

元
暦
二
年
五
月
十
八
日

　
同
　
　
五
月

　
同
　
　
五
月

　
同
　
　
五
月

文

書

名
一
所
蔵

丹
後
国
司
下
文
案

丹
後
国
司
下
文

丹
後
国
司
下
文

大
法
師
某
申
状

55　45　21　44

4645

同同

七六
月月

丹
後
国
池
内
保
百
姓
申
状

某
注
進
状

　　　47

3156

　

こ
の
う
ち
妬
が
相
模
国
前
取
社
と
安
芸
国
開
田
庄
に
つ
い
て
の
注
進
状
で
あ
る
外

は
、
い
ず
れ
も
丹
後
国
の
国
衙
領
関
係
の
文
書
で
あ
る
。
丹
後
は
寿
永
二
年
八
月
に

八
条
院
の
分
国
と
な
っ
て
、
長
経
が
丹
後
守
と
な
っ
た
。
ま
た
4
1
か
ら
4
4
ま
で
の
文

書
の
内
容
を
見
る
と
、
丹
後
国
の
国
雑
色
に
給
田
を
宛
て
行
っ
た
下
文
で
あ
る
。
ど

う
し
て
こ
の
時
期
に
こ
う
し
た
文
書
が
出
さ
れ
た
か
を
探
っ
て
行
く
と
、
長
経
の
父

実
清
が
前
年
に
亡
く
な
り
、
こ
の
四
月
に
長
経
が
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
す
る
と
四
位
と
な
っ
た
の
を
契
機
に
長
経
は
八
条
院
庁
の
別
当
と
な
り
、
し
か
も

丹
後
国
の
経
営
を
行
う
に
至
っ
た
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
4
5
や
4
6
の
よ

う
な
訴
え
が
長
経
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ

こ
で
こ
れ
ま
で
に
石
井
A
B
論
文
や
拙
稿
・
拙
著
に
よ
り
元
暦
二
年
の
文
書
と

判
明
し
た
分
を
上
げ
て
お
く
。
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番
号
　
　
年

月

日

52　51　50　49　48　47

（元
暦
二
年
）
四
月
一
一
十
日

（（（（（

同同同同同

）
六
月
二
十
八
日

）
七
月
十
日

）
（
八
月
）

）
十
一
月
二
十
三
日

）
十
一
月
二
十
八
日

文

書

名

所
蔵

藤
原
成
家
請
文

源
義
経
請
文

平
親
宗
請
文

某
重
陳
状
案

平
頼
盛
請
文

左
馬
助
成
重
請
文

51　5　49　2　　1　19

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
充
所
を
欠
く
が
、
幾
つ
か
の
関
連
史
料
か
ら
こ
れ
ま
で
に
判

断
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
4
7
は
藤
原
定
家
の
兄
成
家
が
賀
茂
祭
の
出
車
を
命
じ

ら
れ
て
了
承
し
た
も
の
、
4
8
は
平
氏
滅
亡
直
後
の
伊
予
国
に
下
る
使
者
の
安
全
を
保



八条院関係紙背文書群

障
す
る
源
義
経
の
請
文
、
4
9
は
京
都
を
襲
っ
た
大
地
震
直
後
の
人
夫
役
に
関
す
る
平

親
宗
の
請
文
、
5
0
は
端
裏
書
に
「
八
月
廿
日
到
来
」
と
記
さ
れ
、
「
陳
申
、
丹
後
国

芋
野
郷
字
馬
背
寺
住
僧
井
在
庁
官
人
等
申
状
条
々
子
細
事
」
と
始
ま
る
丹
後
国
衙
領

に

関
す
る
陳
状
、
5
1
は
平
頼
盛
が
摂
津
国
の
兵
庫
庄
の
年
貢
に
つ
い
て
使
者
の
下
向

を

望

み
、
か
つ
天
王
寺
で
の
大
乗
会
に
関
し
て
訴
え
た
も
の
、
5
2
は
天
王
寺
で
の
大

乗
会
の

奉
行
を

命

じ
ら
れ
た
左
馬
助
成
重
が
こ
れ
を
辞
退
し
た
も
の
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
元
暦
二
年
の
文
書
は
四
月
か
ら
十
一
月
ま
で
に
収
ま
る
よ
う

で
あ
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
探
っ
て
み
よ
う
。

53
　
「
高
安
・
東
常
門
両
庄
相
論
事
、
大
蔵
卿
」

　
　
高
安
御
領
雑
事
、
下
問
久
経
候
之
処
、
領
家
榔
慶
律
師
申
状
進
覧
之
、
為
此
御

　
　
受
罷
入
御
領
候
歎
、
尤
不
便
、
任
東
常
門
去
々
年
有
沙
汰
、
被
裁
断
事
候
、
其

　
　
時
全
御
領
之
由
、
不
承
及
候
事
、
及
問
注
候
也
、
可
令
計
申
沙
汰
給
候
歎
、
恐

　
　
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
八
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
蔵
卿
泰
経

　
　
　
謹
上
　
丹
後
守
殿

　

こ
の
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿
で
触
れ
て
お
り
、
八
条
院
領
の
高
安
領

か

ら
課
さ
れ
て
き
た
雑
事
に
つ
い
て
、
院
領
東
常
門
庄
の
領
家
で
あ
る
榔
慶
律
師
の

申
状
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
情
を
述
べ
た
院
近
臣
の
大
蔵
卿
高
階
泰
経
の

請
文
で
あ
る
。
泰
経
の
大
蔵
卿
は
元
暦
二
年
以
前
、
長
経
の
丹
後
守
は
元
暦
元
年
以

後
、
そ
し
て
長
経
が
八
条
院
別
当
と
な
っ
た
の
は
元
暦
二
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は

元
暦
二
年
の
文
書
と
見
ら
れ
る
。

54
　
越
前
庄
訴
訟
事
、
可
注
進
之
由
、
相
存
候
之
処
、
御
年
貢
催
促
廻
文
之
時
、
進

　
　
委
細
折
紙
了
、
且
経
高
覧
歎
之
由
存
所
過
候
也
、
然
而
付
今
仰
、
粗
令
注
載
折

　
　
紙
進
之
、
委
細
難
尽
紙
上
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
九

月
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
議
（
花
押
）

　
参
議
某
か

ら
の
越
前
庄
訴
訟
に
関
す
る
書
状
で
あ
る
。
実
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い

の

で
、
源
平
の
争
乱
期
の
兼
官
の
な
い
参
議
を
あ
げ
る
と
、
養
和
元
年
に
平
教
盛
・

藤
原
定
能
、
元
暦
二
年
に
藤
原
基
家
・
平
親
宗
・
藤
原
雅
長
、
文
治
二
年
に
基
家
・

雅
長
・
源
雅
賢
な
ど
が
い
た
。
こ
れ
ら
か
ら
八
条
院
領
の
知
行
を
す
る
に
相
応
し
い

人
物
で
、
し
か
も
花
押
の
形
状
か
ら
考
え
る
と
、
藤
原
雅
長
が
該
当
し
よ
う
。
雅
長

は
美
福
門
院
の
年
給
で
位
が
上
昇
し
て
い
る
。
時
期
は
文
書
の
分
布
か
ら
し
て
元
暦

二
年
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

55
　
三
上
庄
御
年
貢
事
、
先
日
以
別
紙
言
上
候
了
、
其
後
御
沙
汰
何
様
候
哉
、
当
年

　
　
所
当
且
難
加
催
、
未
運
上
候
也
、
毎
年
如
此
訴
申
候
へ
と
も
、
（
中
略
）
此
旨

　
　
可
然
之
様
、
能
々
可
令
申
丹
後
守
殿
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
十
一
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
覚
光
申
文

　
　
　
進
上
　
　
　
慈

日
御
房

　
僧
の
覚
光
が
紀
伊
国
の
八
条
院
領
三
上
庄
の
年
貢
を
訴
え
た
も
の
で
、
「
可
令
申

丹
後
守
殿
候
」
と
見
え
る
よ
う
に
丹
後
守
へ
の
取
り
次
ぎ
を
求
め
て
い
る
。
丹
後
守

長
経
が

八
条
院

領
の
経
営
に
関
わ
る
文
書
の
分
布
か
ら
し
て
、
文
治
元
年
（
元
暦
二

年
）
の
も
の
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

56

　
不
覚
候

に
、
何
様
御
事
に
か
候
ん
、
尤
不
審
無
極
候
、
（
中
略
）
目
代
上
洛
了

　
　
之
後
、
在
庁
・
百
姓
等
物
参
さ
ん
と
一
切
し
候
は
ぬ
よ
し
、
承
候
也
（
中
略
）
為

　
　
成
に
重
可
被
仰
合
候
歎
、
以
此
旨
可
然
之
様
、
可
令
申
入
給
候
也
、
恐
々
謹
言
、
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十
一
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言
成

　
　
　
別
当
殿

　

こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
石
井
A
論
文
が
詳
述
し
て
い
る
如
く
、
丹
後
の
国
衙
領
に

関
係
す
る
も
の
で
、
文
治
元
年
の
文
書
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
充
所
が
別
当

と
あ
る
の
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
、
わ
ざ
わ
ざ
丹
後
守
で
は
な
く
、
別
当
を
充
所
と

す

る
も
の
な
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
次
の
文
書
で
あ
る
。

57
　
今
朝
白
地
他
行
事
候
、
只
今
罷
帰
候
也
、
抑
彼
御
券
沙
汰
今
明
日
な
と
宜
候
歎
、

　
　
良
景
所
召
寄
候
也
、
致
沙
汰
之
間
、
可
令
祇
候
之
由
、
召
仰
候
也
、
事
々
期
見

　
　
参
之
時
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
十
二

日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
経

　
　
　
伯
者
前
司
殿

　
長
経
が
、
御
券
沙
汰
の
た
め
に
良
景
を
召
し
て
い
る
の
で
、
今
明
日
中
に
そ
れ
を

行
い
た
い

と
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
充
所
の
伯
者
前
司
は
長
経
と
と
も
に
女
院
庁
の

別

当
と
な
っ
て
い
た
藤
原
宗
頼
で
あ
る
。
4
6
の
某
注
進
状
も
安
芸
国
開
田
庄
の
訴
え

を

伯
者
前
司
に
付
け
た
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
『
根
来
要
書
』
所
収
の
元
暦
二
年
正

月
八
日
の
後
白
河
院
の
八
条
院
に
宛
て
た
院
宣
も
伯
者
前
司
を
充
所
と
し
て
い
る
。

宗
頼
は
長
経
よ
り
早
く
か
ら
八
条
院
の
別
当
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
元

暦
二
年
に
は
長
経
と
と
も
に
女
院
庁
の
経
営
に
関
わ
っ
て
い
た
。
こ
う
見
る
と
、
5
7

に
別
当
と
あ
っ
た
の
は
長
経
・
宗
頼
の
二
人
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

か
く
し
て
元
暦
二
年
の
文
書
は
長
経
を
中
心
と
し
た
文
書
群
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か

る
。
そ
れ
ら
を
掲
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

番
号
一

年

月

日

｛
文

書

名
一
所
蔵

57　55　52　51　56　54　505346　49　45　48　44　4342　41　47

（元
暦
二
年
）
四
月
二
十
日

元
暦

二
年

五
月
十
八
日

　
　
同
　
　
五
月

　
　
同
　
　
五
月

　
　
同
　
　
五
月

（

同
）
六
月
二
十
八
日

元

暦
二
年
六
月

（　
同
　
）
七
月
十
日

元
暦

二
年

七
月

（
　
同
　
）
八
月
五
日

（　
同
　
）
（
八
月
）

（文
治
元
年
）
九
月
一
日

（

同
）
十
一
月
七
日

（

同
）
十
一
月
二
十
三
日

（

同
）
十
一
月
二
十
八
日

（

同
）
十
一
月
二
十
九
日

（
　
同
　
）
　
　
十
二
日

藤
原
成
家
請
文

丹
後
国
司
下
文
案

丹
後
国
司
下
文

丹
後
国
司
下
文

大
法
師
某
申
状

源
義
経
請
状

丹
後
国
池
内
保
百
姓
申
状

平
親
宗
書
状

某
注
進
状

高
階
泰
経
書
状

某
重
陳
状
案

藤
原
雅
長
請
文

言
成
書
状

平
頼
盛
書
状

左
馬
助
成
重
請
文

僧
覚
光
申
文

藤
原
長
経
書
状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47

9　5051　5　63　3349　62　31　2　56　1　5545　21　44　19

四
　
紙
背
の
裏

　

こ
れ
ま
で
全
体
の
九
割
程
の
年
代
比
定
を
行
っ
て
き
た
が
、
今
ま
で
の
分
析
で
は

性
格
が
明
ら
か
に
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の
を
最
後
に
取
り
上
げ
よ
う
。
先
ず
、
年
号

の
あ
る
文
書
か
ら
。

番

三
58

年

月

日

承
安

三
年
九
月
日

文

書

名
一
所
蔵

一越
前
国
司
庁
宣

一
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6059

承
安
四
年
三
月
二
十
八
日

安
元
二
年
二
月
日

越
前
国
一
品
勅
旨
田
注
文

八
条
院
領
荘
園
目
録

一

　

こ
れ
ら
は
文
書
群
の
な
か
で
は
ご
く
初
期
の
文
書
で
あ
っ
て
、
本
来
は
廃
棄
さ
れ

る
文
書
と
い
う
よ
り
も
公
験
と
し
て
大
事
に
保
管
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る

が
、
反
古
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
5
8
と
5
9
の
場
合
に
は
権
利
関
係
が
更
新
さ
れ

た

こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
6
0
の
場
合
に
は
目
録
が
新
た
に
作
成
さ
れ
た
た
め

で

あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
の
か
知
り
た
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
既
に
『
総
録
』
の
料
紙
と
し
て
使
わ
れ
た
文
書
群
に
つ
い
て
第
一
章

で
見
た
が
、
そ
れ
以
外
の
文
書
が
何
に
利
用
さ
れ
た
の
か
、
改
め
て
考
え
て
み
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

　
そ

こ
で
見
て
ゆ
く
と
、
5
8
の
文
書
の
裏
に
は
「
同
論
云
、
惟
真
言
法
中
、
即
身
成

仏
故
」
と
い
っ
た
経
論
を
引
用
し
た
一
説
が
見
え
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
何
の
経
論
か

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
次
の
6
1
文
書
の
裏
に
見
え
る
『
菩
提
心
論
抄
出
』
の
外
題
か
ら
、

「
同
論
云
」
と
あ
る
論
が
『
菩
提
心
論
』
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
菩
提
心
論
』
と

は
正
式
に
は

『
金
剛
頂
楡
伽
中
発
阿
褥
多
羅
三
須
三
菩
提
心
論
』
と
称
さ
れ
て
い
る

真
言
宗
の
重
要
な
経
論
で
あ
る
。

61

　
丹
波
郷
寄
文
井
折
昏
等
進
上
之
、
来
十
九
日
可
初
参
候
也
、
猶
々
入
御
意
令
申

　
　
沙
汰
候
之
条
、
返
々
悦
思
給
候
、
委
旨
可
参
啓
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
十
一
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
成
上

　
　
　
民
部
大
夫
殿

内
容
か
ら
見
て
ゆ
く
と
、
丹
波
郷
の
寄
進
状
や
折
紙
を
進
め
て
初
参
を
約
束
し
て

い

る
。
丹
波
郷
は
丹
後
の
国
衙
領
で
あ
っ
て
、
一
見
す
る
と
丹
後
の
国
衙
関
係
の
文

書
で

あ
る
か
ら
元
暦
二
年
の
も
の
と
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
寄
進
の

文
書
で
あ
る
の
で
丹
後
が
八
条
院
領
に
な
る
以
前
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

で
差
出
人
の
為
成
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
初
参
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
既
に
見

た
56
の

元
暦
二
年
の
文
書
に
「
為
成
に
重
可
被
仰
合
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
人
物
で

あ
る
故
、
元
暦
二
年
十
一
月
七
日
に
は
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ

う
す
る
と
初
参
と
あ
る
6
1
の
日
付
が
十
一
月
十
四
日
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
元
暦
二

年
で
は
あ
り
え
ず
、
文
書
の
分
布
か
ら
し
て
養
和
元
年
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
充
所
の
民
部
大
夫
は
実
清
の
側
近
で
あ
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
、
3
7
の
文
書
で
八

条
院
の

庁
官
盛
光
が
実
清
の
使
者
と
し
て
女
院
の
令
旨
を
運
ん
で
い
る
と
見
え
る
が
、

当
時
、
八
条
院
に
仕
え
る
藤
原
盛
光
が
民
部
大
夫
で
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
（
『
吉
記
』
）
。

充
所
の

民
部
大
夫
は
藤
原
盛
光
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
で
は

こ
れ
を
料
紙
と
し
た
『
菩
提
心
論
抄
出
』
と
は
い
か
な
る
経
論
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
『
仏
書
解
説
大
事
典
』
に
は
坊
覚
の
著
作
と
あ
る
だ
け
で
詳
し
く
記
し
て
い
な

い

が
、
標
題
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
「
同
論
云
」
と
あ
る
表
現
か
ら
、
『
菩
提
心
論
』

を

引
用
し
な
が
ら
解
説
し
た
も
の
と
わ
か
る
。
そ
こ
で
そ
の
中
の
ど
の
部
分
が
引
用

さ
れ
て
い
る
か
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
引
用
箇
所
が
近
け
れ
ぽ
、
文
書
の
年
代
も
近

い

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
6
1
の
文
書
が
表
紙
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
、
巻
頭

か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。

　
　
大
広
智
阿
閣
梨
云
、
若
有
上
根
上
智
之
人
、
不
楽
外
道
二
乗
法
、
有
大
度
量
、

　
　
勇
鋭
無
惑
者
、
宜
修
仏
乗
、
当
発
如
是
心
、
我
今
志
求
阿
褥
多
羅
三
須
三
菩
提
、

　
　
不
求
余
果
、
誓
心
決
定
故
、
魔
宮
震
動
、
十
方
諸
仏
皆
悉
証
知
、
常
在
人
天
、

　
　
受
勝
快
楽
、
所
生
之
処
、
憶
持
不
忘
若
願
成
楡
伽
中
諸
菩
薩
身
者
、
亦
名
発
菩
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提
心

　
『
菩
提
心
論
』
の
巻
頭
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
初
め
の
部
分
の
「
不
楽
外

道
二
乗
法
」
を
引
用
し
て
い
る
の
が
、
3
2
の
養
和
元
年
十
一
月
の
侍
所
見
参
注
文
の

裏
で
あ
る
。
次
の
「
勇
鋭
無
惑
者
、
宜
修
仏
乗
、
当
発
如
是
心
、
我
今
志
求
阿
褥
多

羅
三
摸
三
菩
提
」
を
引
用
し
て
い
る
の
は
、
2
5
の
（
養
和
二
年
）
二
月
十
二
日
の
平

宗
盛
請
文
の
裏
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
巻
頭
部
分
の
書
写
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は

い
ず
れ

も
養
和
元
年
・
二
年
の
第
二
群
の
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
方

法
は
何
と
か
使
え
そ
う
で
あ
る
。

62

　
来
廿
三
日
送
僧
前
可
勤
仕
永
末
名
之
由
、
承
候
了
、
や
か
て
以
佃
米
可
令
勤
仕

　
　
之

旨
、
平
内
代
官
男
令
申
含
候
了
、
加
地
子
ハ
若
令
未
進
事
モ
前
々
候
、
於
佃

　
　
者
以
作

田
依
令
苅
取
候
、
凡
無
未
進
之
物
也
、
然
者
佃
ヲ
切
天
済
候
了
也
、
其

　
　
旨
ヲ
平
内
ニ
モ
可
被
仰
給
候
也
、
謹
言
、

　
　
　
　
　
十
一
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隆
政

　
十
一
月
廿
三
日
の
「
僧
前
」
を
永
末
名
で
勤
仕
せ
よ
と
の
命
令
に
対
し
、
す
ぐ
に

佃
米
で

も
っ
て
勤
仕
し
た
い
旨
を
述
べ
た
請
文
で
あ
る
。
「
僧
前
」
と
は
仁
和
寺
の

法
事
で
の
僧
膳
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
十
一
月
の
日
付
か
ら
は
養
和
元
年
か
元
暦
二
年

の

い
ず
れ
か
で

あ
ろ
う
が
、
内
容
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
裏
が
「
今

論
」
と
し
て
「
不
楽
外
道
二
乗
法
　
有
大
度
量
、
勇
鋭
無
惑
」
の
『
菩
提
心
論
』
の

巻
頭
部
分
を

引
用
し
て
い
る
の
で
、
養
和
元
年
の
も
の
と
見
ら
れ
る
。
改
め
て
見
る

と
、
元
暦
二
年
の
文
書
に
は
仁
和
寺
関
係
の
文
書
が
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。

　

さ
ら
に
次
の
文
書
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
裏
を
見
る
と
、
や
は
り
巻
頭
の
「
常
在

人

天
」
や
「
若
願
成
楡
伽
中
諸
菩
薩
身
者
、
亦
名
発
菩
提
心
」
の
部
分
を
引
用
し
て

い
る
。

63
　
久
世
御
庄
実
検
之
間
事
、
下
遣
使
者
行
季
為
令
申
子
細
、
所
令
参
仕
候
也
、
召

　
　
問
可
令
申
上
給
候
、
姫
江
新
御
庄
損
亡
事
、
同
所
令
言
上
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
十
月
二
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
行
上

　
　
　
新
蔵
人
殿

　
内
容
は
拙
稿
で
も
触
れ
た
が
、
久
世
庄
の
実
検
と
姫
江
新
庄
の
損
亡
に
つ
い
て
の

報
告
で
あ
り
、
差
出
人
の
藤
原
親
行
は
八
条
院
の
近
習
で
あ
る
。
充
所
の
新
蔵
人
は

六
位
の

内
の
蔵
人
で
あ
る
が
、
実
質
的
な
受
取
人
は
そ
の
背
後
に
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
十
月
の
日
付
か
ら
は
養
和
元
年
か
元
暦
二
年
の
い
ず
れ
か
が
考
え
ら
れ
る
が
、

先
の
裏
の
引
用
か
ら
考
え
て
養
和
元
年
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
実
質

的

な
受
取
人
は
実
清
で
あ
っ
て
、
当
時
、
新
蔵
人
と
称
さ
れ
て
い
た
の
は
高
階
忠
兼

で
あ
る
が
、
忠
兼
は
そ
の
翌
年
二
月
に
守
覚
主
催
の
仁
和
寺
の
法
会
に
は
実
清
と
と

も
に
奉
仕
し
て
い
る
（
『
吉
記
』
）
。

64
　
安
楽
寿
院
別
当
閾
．
以
本
覚
院
前
僧
正
被
補
之
由
、
謹
以
承
候
了
、
可
令
存
其

　
　
旨
候
也
、
恐
慢
謹
言
、

　
　
　
　
　
五
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
行
上

　
八
条
院
が
管
領
す

る
安
楽
寿
院
の
別
当
に
本
覚
院
前
僧
正
公
顕
を
補
任
さ
れ
た
こ

と
を
承
知
し
た
と
い
う
請
文
で
あ
る
。
公
顕
は
文
治
三
年
八
月
に
大
僧
正
に
任
じ
ら

れ
て

い

る
の
で
、
こ
れ
以
前
に
年
代
が
比
定
で
き
る
。
だ
が
さ
ら
に
年
代
を
狭
め
る

手
掛
か
り
は
、
こ
の
裏
が
何
に
利
用
さ
れ
た
か
を
探
る
方
法
し
か
な
い
。
そ
こ
で
探

っ

て

ゆ

く
と
、
『
菩
提
心
論
』
の
「
亦
十
地
菩
薩
境
界
」
と
い
う
部
分
が
引
か
れ
て

い

る
の
で
、
こ
の
部
分
の
経
論
の
前
後
を
引
用
し
て
い
る
文
書
を
拾
う
と
、
4
7
（
元
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暦
二
年
）
四
月
二
十
日
の
藤
原
成
家
請
文
に
「
遇
縁
便
廻
心
向
大
」
、
5
7
（
元
暦
二

年
）
某
月
十
二
日
藤
原
長
経
書
状
に
「
今
真
言
行
人
」
や
「
二
乗
境
界
」
と
あ
っ
て
、

そ

の

次
に
位
置

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
る
と
こ
の
文
書
は
元
暦
二
年
の
可

能
性
が
高
い
。

　
公

顕
は
後
白
河
の
信
任
が
厚
く
、
院
に
密
着
し
て
い
た
僧
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
元

暦
二
年
五
月
の
直
後
に
は
鎌
倉
の
勝
長
寿
院
の
供
養
の
導
師
と
し
て
頼
朝
に
招
か
れ

て

お

り
、
こ
こ
で
安
楽
寿
院
の
別
当
に
な
っ
た
こ
と
は
、
あ
る
い
は
鎌
倉
下
向
の
布

石
だ

っ

た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
て
『
菩
提
心
論
抄
出
』
に
利
用
さ
れ
た
文
書
は
養
和
元
年
・
元
暦
元
年
の

第
二
・
第
三
群
に
及
ぶ
こ
と
が
わ
か
り
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
公
験
に
類
す
る
文
書

も
利
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
広
い
時
期
に
わ
た
る

た

め
、
こ
れ
の
書
写
に
利
用
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ぐ
に
何
時
の
文
書
か
を
特

定
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
肝
心
の
書
写
さ
れ
た
経
論
が
具
体
的
に
ど
ん
な

も
の
な
の
か
が
不
明
の
た
め
、
対
照
も
難
し
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
『
菩
提
心
論
』

の

ど
の
部
分
を
引
用
し
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
で
、
文
書
の
相
互
関
係
は
あ
る
程
度

見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
例
え

ぽ
、
3
0
の
紀
俊
守
申
状
と
3
1
の
十
一
月
二
十
三
日
紀
俊
守
重
申
状
は
別
の
文

書
と
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
『
菩
提
心
論
抄
出
』
の
料
紙
と
さ
れ
て

い

る
の
で
、
こ
れ
ら
が
『
菩
提
心
論
』
の
ど
の
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
か
を
探
る
こ

と
に
よ
り
、
別
の
も
の
か
同
じ
か
が
わ
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
探
る
と
、

30

の

紀
俊
守
申
状
に
見
え
る
「
法
亦
応
捨
、
無
自
性
格
」
と
、
3
1
の
十
一
月
二
十
三

日
紀
俊
守
重
申
状
に
見
え
る
「
諸
仏
大
悲
、
以
善
功
智
、
説
此
甚
深
秘
密
楡
伽
」
と

は
相
当
に
離
れ
て
お
り
、
そ
の
間
に
は
2
4
（
養
和
二
年
）
二
月
十
九
日
の
法
橋
長
遅

書
状
に
見
え
る
「
当
知
一
切
法
空
」
が
あ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
や
は
り
別
文

書
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
さ
て
『
菩
提
心
論
抄
出
』
以
外
に
も
文
書
群
は
経
論
の
書
写
に
利
用
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
経
論
が
何
か
を
探
り
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
『
高
山
寺
資
料
叢

書
』
は
次
の
文
書
や
、
5
2
（
元
暦
二
年
）
十
一
月
二
十
八
日
の
左
馬
助
成
重
請
文
な

ど
が
『
金
剛
頂
楡
伽
中
略
出
年
諦
経
』
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て

い

る
。
し
か
し
今
の
所
は
他
の
文
書
で
確
か
め
ら
れ
て
い
な
い
。

き
な
い
の
で
あ
る
が
、

年
四

月
一
日
条
に
見
え
る
「
権
暦
博
士
賀
茂
朝
臣
憲
定
」
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
残
る
の
は
年
欠
の
仮
名
消
息
二
通
と
な
っ
た
。

6
　
以
鳥
羽
殿
令
用
御
本
所
給
、
御
宿
止
之
後
、
十
五
日
御
方
違
所
候
也
、
難
非
御

　
　
本
所
候
、
御
作
事
之
所
ヲ
不
令
当
口
口
王
相
方
給
、
御
方
違
候
者
口
口
候
哉
、

　
　
恐
々
謹
言

　
　
　
　

四
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
暦
博
士
賀
茂
口
口

　
　
　
「
治
承
四
年
」

治
承
四
年
の
文
書
は
他
に
多
く
見
え
ず
、
ま
た
内
容
も
八
条
院
関
係
と
は
特
定
で

　
　
　
　
　
　
　
　

取

り
敢
え
ず
あ
げ
て
お
い
た
。
差
出
人
は
『
吉
記
』
治
承
四

67　66

文
た

つ
ね
い
た

し
て
（
後
略
）

せ
う
や
候
、
く
ら
の
か
み
こ
そ
さ
た
す
る
こ
と
に
て
候
へ
、
む
ね
か
ぬ
ハ
い
く

た
ひ

に
候

と
ん
、
わ
か
ひ
か
こ
と
を
す
る
そ
、
と
う
み
さ
う
二
な
す
へ
し
と
は
、

い
か
て

か
申
候
は
ん
、
わ
う
こ
の
み
く
り
や
の
ち
な
り
と
申
て
候
へ
、
そ
れ
に

つ
き
て
く
し
も
候
に
や
、
き
の
ふ
し
ん
わ
う
か
も
と
よ
り
、
こ
の
こ
と
た
つ
ね
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て

候

し
、
つ
か
ひ
の
ま
て
き
て
候
し
か
（
中
略
）
む
ね
か
ぬ
を
め
し
て
、
み
さ

　
　
う
の
も
ん
ち
う
を
や
、
せ
ら
れ
候
へ
き

　
　

　
（
切
封
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
か
へ
り
こ
と

　
前
老
は

あ
ま
り
内
容
の
あ
る
文
書
で
は
な
い
の
で
本
文
は
省
略
す
る
が
、
後
者
は

某
荘
園
の
争
い
に
つ
い
て
の
問
注
を
指
示
す
る
内
容
の
文
書
で
あ
っ
て
興
味
深
い
。

　
「
き
の
ふ
し
ん
わ
う
か
も
と
よ
り
、
こ
の
こ
と
た
つ
ね
て
候
し
」
と
、
親
王
の
許

か

ら
尋
ね
て
き
た
な
ど
と
、
親
王
に
敬
語
を
使
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
石
井
B
論

文
は

こ
れ
を
後
白
河
院
の
仮
名
消
息
と
見
て
い
る
が
、
八
条
院
関
係
の
文
書
群
と
い

う
性
格
か
ら
す
れ
ぽ
、
八
条
院
の
消
息
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
く
ら
の
か
み

こ
そ
さ
た
す
る
こ
と
に
て
候
へ
」
と
見
え
る
内
蔵
頭
は
当
時
、
多
く
が
八
条
院
の
近

臣

で
あ
っ
た
こ
と
も
参
考
に
な
ろ
う
。
ま
た
親
王
は
仁
和
寺
の
守
覚
法
親
王
と
考
え

ら
れ
よ
う
か
。

　
た
だ
残
念

な
が
ら
こ
の
文
書
の
裏
が
何
に
利
用
さ
れ
た
も
の
か
、
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
養
和
元
・
二
年
か
、
元
暦
二
年
か
の
い
ず
れ
か
で
あ

ろ

う
、
と
い
う
指
摘
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
。

お

わ
り
に

　
八
条
院

関
係
の
紙
背
文
書
群
の
全
体
の
年
代
比
定
を
行
い
つ
つ
、
そ
の
性
格
を
捉

え
る
試
み
を
行
っ
て
き
た
。
ま
だ
調
査
に
不
足
は
あ
る
も
の
の
、
一
応
の
結
論
を
出

す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
全
体
は
ほ
ぼ
三
つ
の
群
か
ら
な
っ
て
お
り
、
第
一
群
は
文
治
四
年
正
月
の
文
書
を

中
心
と
し
て
、
『
総
録
』
に
書
写
さ
れ
た
も
の
。
第
二
群
は
養
和
元
・
二
年
の
藤
原

実
清
充
て
の
文
書
。
第
三
群
は
元
暦
元
年
の
藤
原
長
経
保
管
の
文
書
で
あ
る
。
全
体

に

関
わ
る
の
は
八
条
院
の
近
臣
・
藤
原
長
経
で
あ
り
、
長
経
が
父
実
清
か
ら
継
承
し

た

文
書

や
、
自
身
が
八
条
院
の
院
庁
の
別
当
と
し
て
そ
の
経
営
に
携
わ
っ
た
時
の
文

書
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
廃
棄
さ
れ
、
い
つ
の
頃
か
経
論
の
書
写
に
利
用
さ

れ
た
の

で
あ
っ
た
。

　
そ
の

廃
棄
の
時
期
は
第
二
・
三
群
が
文
治
二
年
以
後
で
あ
り
、
第
一
群
が
文
治
四

年
正
月
以
後
で
あ
る
。
し
か
る
に
『
玉
葉
』
文
治
四
年
四
月
二
十
九
日
条
に
は
次
の

よ
う
な
記
事
を
記
し
て
い
る
。

　
　
入
夜
、
八
条
院
御
所
辺
、
有
火
事
、
伍
献
使
者
、
然
而
即
消
了
、
長
経
朝
臣
倉

　
　

云
々
、

　
長
経
の

倉
を
火
元
と
す
る
火
事
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
に
廃
棄
さ
れ
た
文
書

が

こ
こ
で
見
て
き
た
文
書
群
で
は
な
か
っ
た
か
。
公
験
の
性
格
を
持
つ
元
暦
二
年
の

丹
後
国
司
下
文
は
、
二
期
目
に
入
っ
た
国
司
に
と
っ
て
は
も
う
必
要
は
な
か
っ
た
の

で

あ
ろ
う
。
ま
た
安
元
二
年
の
八
条
院
領
目
録
は
、
源
平
の
争
乱
期
に
増
加
し
た
院

領
を

加
え
て

改
め
て
作
成
さ
れ
た
の
で
、
最
早
必
要
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
第

一
群
は
公
験
で
は
な
く
、
時
が
過
ぎ
る
と
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

八
条
院
関
係
紙
背
文
書
群
一
覧
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番
号65　60　59　58

年

月

日

文

書

名
一
所
蔵

承
安
三
年
九
月
日

承
安
四
年

三
月
二
十
八
日

安
元
二
年

二
月
日

治
承
四
年
四
月
二
十
二
日

越
前
国
司
庁
宣

越
前
国
一
品
勅
旨
田
注
文

八
条
院
領
荘
園
目
録

権
暦
博
士
賀
茂
憲
定
請
文

　　48

58　5453　15
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（養
和
元
年
）
五
月
八
日

（

同
）
六
月
二
十
八
日

（

同
）
九
月
二
十
日

（

同
）
十
月
十
七
日

（

同
）
十
月
二
十
一
日

養

和

元

年
＋
月

（（（（（（（

同同同同同同同

　　　　 　　　十十十十十十九

月月月月月月十
十　二二十十月
五　十十八四）
日　三二日日
　　日日

養
和
元
年
十
二
月
二
十
一
日

（

同
）
十
二
月
二
十
二
日

（養
和
二
年
）
二
月
七
日

（（（（（（（

同同同同同同同

）
二
月
十
二
日

）
二
月
十
八
日

）
二
月
十
九
日

）
二
月
二
十
二
日

）
二
月

）
三
月
四
日

）
三
月
十
一
日

（寿
永
元
年
）
六
月
六
日

寿

永

元

年
七
月
五
日

（元
暦
二
年
）
四
月
二
十
日

（
　

同
　
　
）
五
月
十
八
日

元
暦
二
年

五
月
十
八
日

（

同同同同

五
月

五
月

五
月

）
六
月
二
十
八
日

平
教
経
書
状

藤
原
実
長
書
状

僧
興
蓮
請
文

平
清
房
請
文

藤
原
親
行
請
文

長
泉
庄
下
司
中
原
家
憲
解

紀
俊
守
申
状

為
成
書
状

隆
政
請
文

侍
所
見
参
注
文

紀
俊
守
重
申
状

北
面
侍
注
文

信
経
書
状

侍
所
見
参
注
文

藤
原
惟
基
請
文

僧
隆
慶
書
状

平
宗
盛
請
文

法
橋
長
逞
奉
書

法
橋
長
邊
書
状

法
橋
長
遅
奉
書

朝
通
注
文

中
原
盛
家
請
文

藤
原
光
範
書
状

法
橋
長
遥
書
状

侍
所
見
参
注
文

藤
原
成
家
請
文

藤
原
親
行
請
文

丹
後
国
司
下
文

丹
後
国
司
下
文

丹
後
国
司
下
文

大
法
師
某
申
状

源
義
経
請
文
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　　　17　67　66　57　555251　56　54505346　4945A

元
暦
二
年

六
月

（　
同
　
）
七
月
十
日

元

暦

二

年
七
月

（　
同
　
）
八
月
五
日

（　
同
　
）
（
八
月
）

（文
治
元
年
）
九
月
一
日

（（（（（

同同同同同

）
十
一
月
七
日

）
十
一
月
二
十
三
日

）
十
一
月
二
十
八
日

）
十
一
月
二
十
九
日

）
　
　
十
二
日

（
養
和
元
年
～
文
治
元
年
）

（養
和
元
年
～
文
治
元
年
）

（文
治
三
年
）
十
二
月
十
七
日

（文
治
四
年
）
正
月
十
六
日

（（（（

同同同同

（（（（（（（（

同同同同同同同同

）
正
月
一
九
日

）
正
月
二
十
三
日

）
正
月
二
十
四
日

）
正
月
二
十
四
日

乃
刻

）
正
月
二
十
五
日

）
正
月
二
十
五
日

）
正
月
二
十
五
日

）
正
月
二
十
五
日

）
正
月
二
十
五
日

）
正
月
二
十
五
日

）
正
月
二
十
六
日

）
正
月
二
十
七
日

丹
後
国
池
内
保
百
姓
申
状

平
親
宗
請
文

某
注
進
状

高
階
泰
経
請
文

某
重
陳
状
案

藤
原
雅
長
請
文

言
成
書
状

平
頼
盛
請
文

左
馬
助
成
重
請
文

僧
覚
光
申
文

藤
原
長
経
書
状

某
消
息

八
条
院
令
旨

朝
通
書
状

為
成
書
状

為
成
書
状

八
条
院
令
旨

藤
原
長
経
書
状

大
蔵
卿
藤
原
宗
頼
奉
書

三
善
盛
季
請
文

藤
原
長
経
書
状

藤
原
長
経
請
文

平
光
盛
書
状

平
光
盛
請
文

散
位
宗
亮
請
文

藤
原
有
実
請
文

源
兼
保
請
文

左
馬
允
信
実
請
文

藤
原
長
経
請
文

某
消
息

某
消
息

某
消
息

5943423720122422⑥714393511⑤46④
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（
備
考
）
番
号
は
本
論
文
で
の
番
号
、
所
蔵
の
番
号
は
石
井
進
「
源
平
争
乱
期
の
八
条
院
周
辺
」
の
巻
末

　
　
　
一
覧
表
の
番
号
で
あ
り
、
1
～
3
5
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
「
高
山
寺
文
書
」
、
3
6
～
4
3
、

　
　

64
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
「
高
山
寺
文
書
」
、
4
4
は
京
都
大
学
所
蔵
「
古
文
書
集
」
、
4
5
～
4
7
は

　
　

島
田
乾
三
郎
氏
所
蔵
文
書
、
4
8
～
5
0
、
6
5
は
『
高
山
寺
文
書
』
、
5
3
～
6
0
は
「
山
科
家
文
書
」
、

　
　

61

～
6
3
は
国
学
院
大
学
図
書
館
所
蔵
文
書
で
あ
る
。
ま
た
所
蔵
の
丸
数
字
は
新
出
文
書
で
、
①
②

　
　

は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
「
高
山
寺
文
書
」
の
墨
映
文
書
（
『
中
世
の
武
家
文
書
』
）
、
③
④

　
　

は
伴
實
氏
所
蔵
文
書
、
⑤
は
『
弘
文
荘
古
文
書
目
録
』
、
⑥
は
『
東
京
古
書
会
展
示
目
録
』
所
収
。

（追
記
）

　
本
稿
を
提
出
後
、
藤
原
俊
成
の
書
状
に
関
係
文
書
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
田
村
悦
子

「
藤
原
俊
成
書
状
及
び
仮
名
消
息
の
研
究
」
（
『
美
術
研
究
」
一
九
七
号
、
一
九
五
八
年
）
に

紹
介

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
つ
は
『
総
録
』
2
巻
下
の
部
分
の
紙
背
文
書
で
あ
っ
て
、

明
ら
か
に
文
治
四
年
正
月
の
春
日
詣
関
係
の
文
書
と
わ
か
る
。

68
　
明
日
春
日
詣
少
将
馬
閾
如
事
候
之
間
、
今
度
無
御
供
奉
、
御
馬
二
疋
徒
候
由
、
只
今
承

　
　
及
事
候
、
其
中
黒
毛
馬
（
額
白
）
候
な
る
、
明
旦
京
出
許
令
申
請
候
乎
、
或
人
日
来
行

　
　
田
舎
、
馬
を
相
愚
候
之
処
、
昨
日
始
上
洛
、
未
尋
常
罷
成
候
け
る
間
、
俄
相
違
失
東
西

　
　
候
也
、
若
可
借
預
者
、
今
日
引
給
、
且
見
給
、
明
日
京
出
已
後
、
即
可
返
上
候
者
也
、

　
　
他
事
期
後
信
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
正
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釈
阿

　
　
　
丹
後
守
殿

　
釈
阿
こ
と
藤
原
俊
成
が
、
春
日
詣
に
お
い
て
子
の
少
将
成
家
に
馬
が
な
い
た
め
に
供
奉
で

き
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
丹
後
守
長
経
の
も
と
に
あ
る
馬
を
貸
し
て
ほ
し
い
こ
と
な
ど
を
申

し
述
べ
て
い
る
、

　
も
う
一
通
は
八
条
院
関
係
文
書
に
ょ
く
見
か
け
る
字
の
経
論
の
紙
背
文
書
で
あ
っ
て
、

「
八
条
殿
御
所
」
と
見
え
、
八
条
院
領
の
「
多
芸
御
庄
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ

れ
も
八
条
院
関
係
文
書
と
し
て
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

69
　
八
条
殿
御
所
築
垣
事
、
可
令
恋
築
之
由
、
各
皆
所
令
下
知
候
也
、
其
中
多
芸
御
庄
所
課

　
　
沙
汰
者
、
先
日
付
御
所
垣
長
丸
、
皆
令
沙
汰
給
之
由
、
令
申
候
き
、
但
件
沙
汰
人
（
公

　
　
長
）
柳
有
不
審
事
、
自
然
令
遅
々
候
欺
之
由
、
所
承
及
候
也
、
重
可
令
相
尋
承
候
也
、

　
　
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

十
一
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釈
阿

　
八
条
殿
御
所
の
築
垣
を
急
い
で
築
く
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
俊
成
が
そ
の

知
行
す

る
多
芸
庄
に
関
し
て
の
事
情
を
説
明
し
て
い
る
請
文
で
あ
る
。
こ
の
文
書
を
紹
介
さ

れ
た

田
村
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
元
暦
二
年
七
月
に
起
き
た
地
震
に
ょ
り
崩

れ
た
八
条
院
御
所
の
築
垣
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
年
次
を
田
村
氏
は
文
治

二
年
に
し
て
い
る
が
、
文
書
の
分
布
か
ら
見
て
そ
の
前
年
の
文
治
元
年
（
元
暦
二
年
）
十
一

月
の
も
の
と
見
る
べ
き
と
考
え
る
。

（昧
麟
叢
麟
物
館
菖
警
△
九
八
丁
八
五
雀
v
）
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Information　Gleaned　from　Documents　Related　to　Hachij6・in

GOMI　Fumihiko

　　The　K6zan－ji　Document　pasted　to　the“Six，Fold　Screen”at　present　stored　in　the

National　Museum　of　Japanese　History　has　attracted　a　good　deal　of　attention　since　it　was

described　by　Mr．　SuzuKI　Shigeo　and　Mr．　YAMAMoTo　Shinkichi．　Later，　Mr．　IsHII　Susumu

collected　together　related　documents（Documents　related　to　exprincess　Hachij6－in），　and

revealed　their　contents　in　alrnost　complete　detail．　However，　quite　a　few　details　still

remain　unknown，　and　there　exist　some　documents　which　have　not　yet　been　described．

　　This　being　the　case，　the　author　assessed　as　far　as　possible　the　date　of　these　documents，

in　order　to　understand　the　nature　thereof．

　　In　Chapter　1，　the　author，　noticing　the　fact　that　many　of　the　documents　are　dated

January，　pointed　out　the　following：the　documents　are　dated　January，　the　4th　year　of

Bunji；the　paper　had　been　used　for　copying　the“Shoajari　Shingon　Mikkyo　Burui　Soroku”，

alist　of　books　on　Shingon－Sect　Buddhism　brought　from　Tang　to　Japan　by　priests　such

as　Saich6　and　KOkai，　and　classi丘ed　by　Annen，　who　was　a　priest　in　the　Period　of

Regents　and　Chancellors．

　　In　Chapter　2，　the　author，　paying　attention　to　the　fact　that　many　of　the　documents　are

addressed　to　FuJlwARA．no．Sanekiyo，　f皿nd　that　they　were　dated　the　lst　or　2nd　year　of

Y6wa．

　　In　Chapter　3，　many　of　the　document　being　dated　the　lst　year　of　Genryaku，　the　author

grouped　these　together　and　considered　their　character；as　a　result　of　which，　he　pointed

out　that　these　documents　were　kept　by　Nagatsune，　the　son　of　Sanekiyo．

　　In　Chapter　4，　the　author　considered　as　a　group　such　documents　that　could　not　be

judged　immediately　with　the　above，　and　found　out　that　they　could　be　classified　into

those　of　the　Ist　or　2nd　year　of　Y6wa，　and　those　of　the　lst　year　of　Genryaku．

　　As　a　whole，　it　was　found　that　the　basic　nature　of　these　documents　was　that　they

were　documents　arising　from　FuJlwARA・no．Nagatsulle’s　involvement　with　Hachij6．in　as

her　steward．
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